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規則  
 

 

 甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年４月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２４号 

   甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

 甲府市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則  

（昭和４２年１２月規則第４４号）の一部を次のように改正する。 

 第７条の２第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は

売春防止法（昭和３１年法律第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦

人補導院に収容されている場合」を削る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。 

  令和６年４月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２５号 

   甲府市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則の一部を改正する規

則 

 甲府市消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則（平成１８年１２月規則

第８３号）の一部を次のように改正する。 

 第１条第２号中「、同法第６６条」を「又は同法第６６条」に改め、「又は売春

防止法（昭和３１年法律第１１８号）第１７条の規定による補導処分として婦人補

導院に収容されている場合」を削る。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め 

る規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和６年４月２４日 

 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市規則第２６号 

   甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を 

   定める規則の一部を改正する規則 

 甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項の規則で定める金額を定め

る規則（平成 1 ８年１２月規則第８４号）の一部を次のように改正する。 

 本則の表常時介護を要する状態の項中「１７万２，５５０円」を「１７万  

７，９５０円」に、「７万７，８９０円」を「８万１，２９０円」に改め、同表随

時介護を要する状態の項中「８万６，２８０円」を「８万８，９８０円」に、「３

万８，９００円」を「４万６００円」に改める。 

   附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の甲府市消防団員等公務災害補償条例第９条の２第１項 

の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和６年４月１日以後の期間に係る

介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、な

お従前の例による。 
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告示 
 

甲府市告示第１６７号  

 

 次の公印を新調し登録したので、甲府市公印規則第１４条の規定により、これを  

告示する。 

 

  令和６年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 新調した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  市役所印 

 （３）ひな形 ６の２ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  縦３０ｍｍ 横１２ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  部長等名をもってする文書の契印 

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

 

 

 

（保健衛生部） 

２ 新調した公印 

 （１）種別  一般公印 

 （２）名称  部長等印 

 （３）ひな形 １３ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  方２４ｍｍ 

 （６）印材  木 

 （７）用途  部長等名をもってする文書 

 （８）個数  ４個 

 

印  影 
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    （総務部）         （企画部）        （福祉部） 

 

 

 

 

 

 

 

（保健衛生部） 

３ 新調した公印 

 （１）種別  専用公印 

 （２）名称  甲府市会計管理者代理署名人収納推進課長印 

 （３）ひな形 ４４ 

 （４）書体  てん書 

 （５）寸法  径１８ｍｍ 

 （６）印材  木  

 （７）用途  株式会社ゆうちょ銀行が取り扱う公金の収納に係る払出請求等  

 （８）個数  １個 

 

 

 

 

 

 

 

４公印の登録日 令和６年４月１日 

印  影 

 

印  影 

 

印  影 

印  影 

 

印  影 
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甲府市告示第１６８号  

  

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１０条第１項の規定によって決定し

た令和６年度の固定資産の価格等について固定資産課税台帳に登録したので、同法

第４１１条第２項の規定により公示する。 

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第１６９号 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書並びに地方公営

企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２２条の２第１項、第２項及び第３

項の規定に基づき、甲府市簡易水道等事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務

の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務の一部を取り扱わせる収納

取扱金融機関を次のとおり指定するため、告示する。 

 

  令和６年４月１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 出納取扱金融機関  株式会社山梨中央銀行 

２ 収納取扱金融機関  株式会社三井住友銀行（口座振替に限る。） 

株式会社りそな銀行 

甲府信用金庫 

山梨信用金庫 

中央労働金庫 

山梨県民信用組合 

山梨県信用農業協同組合連合会 

笛吹農業協同組合 

山梨みらい農業協同組合 

            株式会社ゆうちょ銀行（口座振替に限る。）  

３ 指定年月日     令和６年４月１日 

- 10 -



        甲府市告示第１７０号  

 

 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条の規定により予防接種を実施する

ため、予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により公告す

る。 

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 実施内容 

（１）期間：令和６年４月１日～令和７年３月３１日 

種類 対象者 場所 

ロタウイルス 

ロタ 

リックス® 

生後６週に至った日の翌日か

ら生後２４週に至る日の翌日

までの間にある者 

定期予防接種市

内指定医療機関

一覧 

（別掲） 

ロタ 

テック® 

生後６週に至った日の翌日か

ら生後３２週に至る日の翌日

までの間 

B型肝炎 生後１歳に至るまでの間にある者  

Hib（ヒブ） 
初回 生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 追加 

小児の肺炎球菌 
初回 生後２月から生後６０月に至

るまでの間にある者 追加 

四種混合 

（DPT‐IPV） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

第１期初回 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

第１期追加 

五種混合 

（DPT‐IPV） 

百日せき 

ジフテリア 

破傷風 

不活化ポリオ 

Hib 

初回 

生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

追加 
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単独不活化ポリオ 
第１期初回 生後２月から生後９０月に至

るまでの間にある者 

定期予防接種市

内指定医療機関

一覧 

（別掲） 

第１期追加 

BCG（結核） 生後１歳に至るまでの間にある者  

麻しん風しん混合 

（MR） 

麻しん単独 

風しん単独 

第１期 
生後１２月から生後２４月に

至るまでの間にある者 

第２期 

５歳以上７歳未満であって  

小学校就学前の１年間にある

者 

水痘 
生後１２月から生後３６月に至るまでの間

にある者 

日本脳炎 
第１期初回 生後６月から生後９０月に至

るまでの間にある者 第１期追加 

日本脳炎 

第２期 ９歳以上１３歳未満の者 

特例※１ 

平成７年４月２日から平成 

１９年４月１日の間に生まれ

た者 

二種混合（DT） 

ジフテリア 

破傷風 

第２期 １１歳以上１３歳未満の者  

子宮頸がん 

・１２歳となる日の属する年度の初日から

１６歳となる日の属する年度の末日までの

間にある女子 

・平成９年４月２日から平成２０年４月１

日までの間に生まれた女子（前述に掲げる

女子を除く） 

高齢者肺炎球菌 

・満６５歳の者（６５歳の誕生日の前日から

６６歳の誕生日の前日までの者）  

・満６０歳以上６５歳未満の者であって、心

臓、じん臓又は呼吸器の機能に自己の身辺

の日常生活行動が極度に制限される程度の

障がいを有する者及びヒト免疫不全ウイル

スにより、免疫の機能に日常生活がほとん

ど不可能な程度の障がいを有する者（身体

障害者手帳１級相当） 

高齢者肺炎球菌

予防接種市内指

定医療機関一覧

（別掲） 
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風しん 第５期 

昭和３７年４月２日から昭和

５４年４月１日までの間に生

まれた男性 

風しん抗体検

査・風しん第５

期予防接種 市

内医療機関等一

覧（別掲） 

 

※１ 平成１７年５月３０日から平成２２年３月３１日にかけての積極的勧奨の差

し控えにより、日本脳炎の定期接種を受ける機会を逸した者への救済措置（２）

期間：令和６年１０月１日～令和７年２月２８日 

種類 対 象 者 場 所 

高齢者 

インフルエンザ 

・６５歳以上の者 

・６０歳以上６５歳未満の者であって、心臓、

腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト

免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害

を有するものとして厚生労働省令で定める

もの（身体障害者手帳１級相当）  

高齢者インフル

エンザ指定医療

機関（別掲） 

２ 予防接種を受けることが適当でない者 

（１）明らかな発熱を呈している者  

（２）重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者  

（３）当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、アナフィラキシーを呈し

たことが明らかな者 

（４）結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外

傷等によるケロイドの認められる者  

（５）麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが

明らかな者 

（６）Ｂ型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、ＨＢｓ抗原陽性の者の胎内又

は産道においてＢ型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗Ｈ

Ｂｓ人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降Ｂ型肝炎ワクチンの投与を

受けたことのある者 

（７）ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴

のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者（その治療が完了し

たものを除く。）及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 

（８）肺炎球菌感染症（高齢者がかかるものに限る。）に係る予防接種の対象者にあ

っては、当該疾病に係る法第五条第一項の規定による予防接種を受けたこと

のある者 

（９）その他、予防接種を行うことが不適当な状態にある者  

- 13 -



甲府市告示第１７１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３６第１項の規定により、

次のとおり包括外部監査契約を締結した。 

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 包括外部監査契約の期間の始期  

  令和６年４月１日 

２ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の額の算定方法  

  基本費用の額並びに執務費用及び実費の額の合算  

３ 包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所  

(1) 氏 名  關本 喜文 

(2) 住 所  甲府市飯田四丁目１番２６号 ５０４号 

４ 包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費用の支払方法  

  監査の結果に関する報告の提出後の一括払い及び必要に応じて行う前金払い  
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甲府市告示第１７２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第４号 

（２）業務名称     市営林道維持管理業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満たす 

者 

（１）甲府市内に本店若しくは本社又は営業所を有する者であること。 

（２）林道維持管理業務の受託実績を有する者又は平成２６年４月１日以降に本市

林道工事の受託実績を有する者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 

停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな 

されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札  

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年４月１日（月）～令和６年４月９日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年４月９日（火）については、午後３時００分まで  

（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月１日（月）～令和６年４月９日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年４月９日（火）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年４月１８日（木） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２ 入札参

加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国
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（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行

しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１７３号 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条第１項

及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）

の規定に基づき一般廃棄物の処理実施計画を定めたので、甲府市廃棄物の減量化、

資源化及び適正処理等に関する条例（平成５年条例第２２号）第６条第２項の規定

により別紙のとおり告示する。 

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 
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                  甲府市告示第１７４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＡＬＵＸ 

東京都港区南一丁目２番７０号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１７５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＤＧフィナンシャルテクノロジー 

東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７号 

デジタルゲートビル１０階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１７６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＳＢペイメントサービス株式会社  

東京都港区海岸一丁目７番１号 

東京ポートシティ竹芝オフィスタワー  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１７７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社マイナビ 

  東京都千代田区一ツ橋一丁目１番１号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

- 22 -



 

                  甲府市告示第１７８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社アイモバイル 

東京都渋谷区桜丘町２２番１４号  

Ｎ．Ｅ．ＳビルＮ棟２階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１７９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社さとふる 

東京都中央区京橋二丁目２番１号  

京橋エドグラン１３階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８０号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＴＢ 

大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目１番２５号  

  ＪＴＢビル４階 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

楽天グループ株式会社 

東京都世田谷区玉川一丁目１４番１号  

楽天クリムゾンハウス 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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甲府市告示第１８２号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和６年４月１日 

                   

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社静岡伊勢丹 

  静岡県静岡市葵区呉服町一丁目７番地 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

・山梨中銀ディーシーカード株式会社  

甲府市武田二丁目９番４号 

・三菱ＵＦＪニコス株式会社 

東京都文京区本郷三丁目３３番５号  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社  

東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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甲府市告示第１８５号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により 

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。 

 

  令和６年４月１日 

                   

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

  株式会社一休 

  東京都千代田区紀尾井町１番３号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

  寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限  

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８６号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社ＪＲ東日本ネットステーション  

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目２７番１１号 

  アグリスクエア新宿４Ｆ 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８７号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

ＰａｙＰａｙ株式会社 

  東京都千代田区紀尾井町１番３号  

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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                  甲府市告示第１８８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定により

次のとおり指定納付受託者を指定したので、甲府市財務規則（昭和６２年１月２０

日規則第１号）第５１条第２項の規定により告示する。  

 

令和６年４月１日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定納付受託者の名称及び主たる事務所の所在地  

株式会社トラストバンク 

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

２ 指定納付受託者に代理納付させる歳入 

寄附金歳入（インターネットを利用して納付するふるさと納税に係るものに限

る。） 

３ 指定納付受託者に代理納付させる期間 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 
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甲府市告示第１８９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第７号 

（２）業務名称     県央ネットやまなし合同企業説明会業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から令和７年１月３１日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をす

べて満たす者 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当 

していない者であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）  

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（３）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名 

停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（４）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、その当該処分を受けた日から

２年を経過していること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は 

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立がな 

されている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争入札  

参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（６）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年４月２日（火）～令和６年４月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年４月１１日（木）については、午後３時００分まで  

- 34 -



（２）配付場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報／入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月２日（火）～令和６年４月１１日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年４月１１日（木）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市産業部産業総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５６８７ 

４ 入札・開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年４月２５日（木） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１（控室：入札室２） 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る

課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００／ 

１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽の

記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において、「２  入札

参加資格」に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とす

る。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則（昭和５０年規則第６６号）第１２条第１項の規定により定めら

れた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と

する。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約

を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行
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しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書及び甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号    （業務委託）第５号 

（２）名  称    デマンド型乗合タクシーシステム導入業務委託  

（３）履行期間    契約締結日から令和７年１月３１日まで 

（４）履行場所    仕様書による 

（５）業務内容    仕様書による 

（６）予定価格    公表しない 

（７）最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

次の要件をすべて満たす法人又は個人に限り参加することができる。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（３）無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第  

１４７号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。  

（４）本市の指名停止を受けている者でないこと。  

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（６）税の滞納がない者であること。  

（７）３以上の地方自治体で、デマンド型乗合交通の運行参画実績を有するもの

であること。 

（８）乗合コールセンターの運営実績を有すること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年４月３日（水）～令和６年４月１２日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年４月１２日（金）については、午後０時まで 

（２）配付場所 甲府市企画部企画総室総務課 
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甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

電話０５５－２３７－５２６４ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月３日（水）～令和６年４月１２日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年４月１２日（金）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市企画部企画総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎６階 

電話０５５－２３７－５２６４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年４月２６日（金） 午前１０時 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎８階（８－１会議室） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  
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（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第１９１号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   東下条町自治会 

２ 変更事項 

  主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市東下条町３１番地１ 甲府市東下条町８０番地３  

代表者の氏名・住所 

     

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
大須賀  貢 秋 山 健太郎 

代表者 

住 所 
甲府市東下条町３１番地１ 甲府市東下条町８０番地３  

３ 変更年月日  令和６年３月１７日 
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甲府市告示第１９２号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西高橋町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
内 藤 周 夫 内 藤 忠 幸 

代表者 

住 所 
甲府市西高橋町３３２番地 甲府市西高橋町４３１番地  

３ 変更年月日  令和６年３月２４日 
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甲府市告示第１９３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   塩部第三自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
深 沢 みつ江 有 泉 高 司 

代表者 

住 所 
甲府市塩部三丁目１６番１６号 甲府市塩部四丁目１３番１５号 

３ 変更年月日  令和６年３月２３日 
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甲府市告示第１９４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   中町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
前 原  政 小 林 哲 也 

代表者 

住 所 
甲府市中町２０６番地 甲府市中町２２９番地１  

３ 変更年月日  令和６年３月２０日 
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甲府市告示第１９５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和６年４月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市上今井町字西河原１２１０番１、１２１２番１及び１２１６番１ 

以上３筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市小瀬町８番地 

株式会社とちの木  

代表取締役 小 関 敏 和 
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                          甲府市告示第１９６号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年４月４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

  

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市川田町字正里７５１番１、７５１番３から７５１番５まで、 

７５２番３及び７５２番１０ 

   以上６筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号 

   積水ハウス株式会社 

代表取締役 仲 井 嘉 浩 
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                          甲府市告示第１９７号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和６年４月４日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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                          甲府市告示第１９８号  

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定によ

り農用地利用集積計画を定めたので、同法第１９条の規定により公告する。  

 なお、次のとおり閲覧に供する。  

 

  令和６年４月５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 農用地利用集積計画の閲覧場所  

   甲府市丸の内一丁目１８番１号 

   甲府市産業部農林振興室農政課 

２ 農用地利用集積計画の閲覧期間  

   告示の日から２週間 
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甲府市告示第１９９号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月５日 

                

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   徳行南部自治会 

２ 変更事項 

  主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市徳行三丁目６番５号 甲府市徳行四丁目７番３号 

代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
柴 田 利 洋 滝 口 光 視 

代表者 

住 所 
甲府市徳行三丁目６番５号 甲府市徳行四丁目７番３号 

３ 変更年月日  令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２００号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月５日  

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 名  称   増坪町自治会  

２ 変更事項  

 代表者の氏名・住所  

     

 

 
変 更 後  変 更 前  

代表者  

氏 名  
望 月 立 弥  萩 原  泰  

代表者  

住 所  
甲府市増坪町１０３番地１  甲府市増坪町７７１番地９  

３ 変更年月日  令和６年３月２４日  
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甲府市告示第２０１号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり公募申込書

及び事業提案書の提出を招請する。 

 

令和６年４月８日  

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名  

甲府市認知症カフェ運営事業 

２ 業務概要  

  認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができ  

る「認知症カフェ」を開設し運営する。  

３ 募集数 

  認知症カフェの実施場所は、３箇所とする。 

  ただし、地域包括支援センターの１つである中央ほうかつの担当地域を除く。  

４ 事業期間 

  令和６年６月１日～令和７年３月３１日   

５ 参加資格要件  

次の全ての条件を満たす者とする。  

（１）甲府市内に所在し、別紙仕様書に定める事業内容及び人員配置の履行が可能  

な法人であること。 

（２）宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。 

（３）甲府市暴力団排除条例（平成２４年３月条例第２号）第２条第３号に規定す  

る暴力団員等でないこと。 

（４）市税を滞納していない法人であること。 

（５）事業実施中に生じた事故等に対応可能な保険に加入できる法人であること。  

（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず  

れにも該当していないこと。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。  

（８）民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立て  

がなされている者でないこと。 

（９）本市の指名停止を受けている者でないこと。  

６ 募集要領等の配布 

配布期間：令和６年４月８日（月）～４月２２日（月） 

日曜日及び土曜日を除く。 

午前９時～午後５時 

配布場所：甲府市保健衛生部保健衛生総室健康政策課 

山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

- 50 -



甲府市保健センター２号館１階 

配布方法：直接配布とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

７ 公募申込書等の提出期間及び提出場所  

提出期間：令和６年４月１５日（月）～４月２２日（月） 

日曜日及び土曜日を除く。 

午前９時～午後５時 

提出場所：甲府市保健衛生部保健衛生総室健康政策課 

山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市保健センター２号館１階 

８ スケジュール 

  告示        令和６年４月８日（月） 

  募集要領等の配布  令和６年４月８日（月）～２２日（月） 

  質問書の受付    令和６年４月８日（月）～１５日（月）午後５時 

  質問書の回答    令和６年４月１２日（金）～１９日（金）※順次回答 

  公募申込書等の提出 令和６年４月１５日（月）～２２日（月） 

  提出期限      令和６年４月２２日（月）午後５時 

実地調査      令和６年４月１９日（金）～５月１０日（金） 

  選定結果通知発送  令和６年５月２２日（水）～２４日（金） 

  業務委託契約締結  令和６年６月１日（土） 

９ 連絡先 

甲府市保健衛生部保健衛生総室健康政策課医療介護支援係 

〒４００－０８５８ 山梨県甲府市相生二丁目１７番１号 

甲府市健康支援センター２号館１階 

ＴＥＬ：０５５－２３７－５４８４ 

ＦＡＸ：０５５－２２７－５２９４ 
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甲府市告示第２０２号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月８日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一     

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号 （子契約）第２号 

（２）業務名称 甲府市ヤングケアラー配食支援事業に係る弁当宅配業務 

（３）履行期間 契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（４）履行場所 仕様書による 

（５）業務内容 仕様書による 

（６）予定価格 公表しない 

（７）最低制限価格 設けない 

２ 入札参加資格 

次の条件をすべて満たす者であること。 

（１）過去に弁当等の宅配又は配食サービスを行った実績を有する者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。ま

た、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（４）本市における物品競争入札参加資格者にあっては、この公告の日から入札の

日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」及び「甲府市建設工事等

請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含ま

れている者でないこと。 

（５）本市の入札参加資格を有していない場合は、この公告の日から入札の日まで

の間に、国及び他の地方公共団体において、指名停止の措置を受けている日が

含まれている者でないこと。 

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）国税及び本店、支店等が所在する市町村の税を滞納していないこと。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 
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（１）配付期間 令和６年４月８日（月）～令和６年４月１６日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５３５３ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募型））

から情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和６年４月８日（月）～令和６年４月１６日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎３階 

電話０５５－２３７－５３５３ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年５月１７日（金） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎 ７階 会議室７－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費 

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。なお、本契約は単価契

約となるため、入札書に記載する金額は１件あたりの単価とすること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範

囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約単価に予定件数を乗じて得た額の１０／１００）：納付 

ただし、保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を提携した

場合は、その保険証券を契約保証金に代えて提出すること。なお、甲府市契約
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規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国（公社、公団を含む。）

又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたっ

て締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなる

おそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２０３号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び介護保険法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０

の規定により公示する。 

 

令和６年４月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５８０３ 

２ 事業所の名称      介護付きホーム奏楽甲府東 

３ 事業所の所在地      甲府市上阿原町９７１番地７ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

 プラスユー株式会社 

              代表取締役 保 坂 美 彦 

５ サービスの種類      特定施設入居者生活介護 

              介護予防特定施設入居者生活介護 

６ 指定年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２０４号  

 

 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び介護保険法第１１５条の２第１項の規定に基づく指定介護予防

サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条及び第１１５条の１０

の規定により公示する。 

 

令和６年４月１０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５８１１ 

２ 事業所の名称      介護付きホーム奏楽上阿原 

３ 事業所の所在地      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

 プラスユー株式会社 

              代表取締役 保 坂 美 彦 

５ サービスの種類      特定施設入居者生活介護 

              介護予防特定施設入居者生活介護 

６ 指定年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２０５号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第７第２項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定によ

り公示する。 

                                      

令和６年４月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０４６５７ 

２ 事業所の名称      訪問介護事業所奏楽 

３ 事業所の所在地      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

             プラスユー株式会社 

代表取締役 保 坂 美 彦 

５ サービスの種類      訪問介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防訪問介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２０６号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第７第２項の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者

として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定によ

り公示する。 

                                      

令和６年４月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５２６６ 

２ 事業所の名称      デイサービスセンター奏楽上阿原 

３ 事業所の所在地      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市上阿原町１０５５番地１ 

             プラスユー株式会社 

代表取締役 保 坂 美 彦 

５ サービスの種類      通所介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業 

（介護予防通所介護相当サービス） 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２０７号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の規定による指定地

域密着型サービス事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第７８条の 

１１の規定により公示する。 

                                      

令和６年４月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１００９６６ 

２ 事業所の名称      だんらんの家 甲府大里 

３ 事業所の所在地      甲府市大里町１７５６番地５ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市大手三丁目４番１０号 

             株式会社Ｙｕｋｉｔｏ 

              代表取締役 谷 川 幸 仁 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２０８号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定に基づく指定居宅

介護支援事業者として次の者の廃止届を受理したので、同法第８５条の規定により

公示する。 

                                      

令和６年４月１０日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０４２４４ 

２ 事業所の名称      ケアプランささえ 

３ 事業所の所在地      甲府市徳行三丁目８番２７号 

              ハイツ２１ １０６号室 

４ 当該事業所の申請者      甲府市徳行三丁目８番２７号 

             合同会社ケアプランささえ 

代表社員 山 本 真奈美 

５ サービスの種類      居宅介護支援 

６ 廃止年月日          令和６年３月３１日 
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甲府市告示第２０９号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書の提出を招請する。  

 

  令和６年４月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

令和６年度甲府市国民健康保険保健事業等業務委託 

２ 業務期間 

 契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

３ 業務概要 

 ⑴ 医療費等分析作成業務 

 ⑵ 糖尿病性腎症重症化予防業務 

 ⑶ 受診勧奨通知業務（特定健診異常値放置者、生活習慣病治療中断者）  

 ⑷ 多受診者指導業務 

 ⑸ 多剤服薬者指導業務 

 ⑹ ジェネリック医薬品の使用促進業務 

４ 参加資格 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とす

る。 

⑴ 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４の規定のいずれ

にも該当しない者であること。  

⑵ 令和６年度の甲府市の入札参加資格有資格者名簿に登録されていること。  

⑶ 本業務委託の公告の日から契約締結の日までの期間に、「甲府市物品供給

（入札等）制度要綱」に基づく指名停止を受けていない者であること。  

⑷ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）及び会社更生法（平成１４年法律

第１５４号）に基づく再生又は更生手続開始の申立てがなされていない者であ

ること。 

⑸ 本業務を的確に遂行するに足りる能力、当該業務遂行に必要な技術及び、組

織、人員体制を有する者であること。  

⑹ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこ

と。また、暴力団員が経営に実質的に関与している企業等でないこと。  

⑺ ＪＩＳＱ１５００１規格に基づくプライバシーマーク又は情報セキュリティ

マネジメントシステムＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１（ＪＩＳＱ２７００１）の認

証を受けていること。 

 ⑻ 直近１年間の国税及び地方税に滞納がない者であること。  

５ 手続等 
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⑴ 実施要領等の配布 

公募型プロポーザル実施要領、仕様書及び各種様式等は、甲府市のホームペ

ージにて公表するため、適宜ダウンロードすること。  

⑵ 提出方法等 

参加申込書等の提出方法、提出期限及び提出先については、公募型プロポー 

ザル実施要領を参照すること。  

６ 連絡先 

福祉部福祉支援室健康保険課 

山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話：０５５－２３７－５３７３ 

メールアドレス：kokuminn@city.kofu.lg.jp 

- 62 -



                          甲府市告示第２１０号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年４月１１日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市高畑一丁目３０６番１、３１１番１及び３１１番３から３１１番１４ 

まで 

   以上１４筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路、ごみ集積所、消防施設及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

大阪府大阪市北区大淀中一丁目１番８８号  

積水ハウス株式会社 

代表取締役 仲 井 嘉 浩 
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甲府市告示第２１１号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定に

より、次のとおり告示する。 

 

令和６年４月１２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   平瀬町上野自治会 

２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
石 橋 晴 夫 久保寺  力 

代表者 

住 所 
甲府市平瀬町２００４番地 甲府市平瀬町２０２８番地 

３ 変更年月日  令和６年４月７日 
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甲府市告示第２１２号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月１２日  

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 名  称   和田平自治会  

２ 変更事項  

 主たる事務所の所在地  

     

 
変 更 後  変 更 前  

所在地  甲府市城東三丁目９番１４号  甲府市城東三丁目１番８号  

 代表者の氏名・住所  

     

 

 
変 更 後  変 更 前  

代表者  

氏 名  
寺 田 喜 長  川 口 昭 彦  

代表者  

住 所  
甲府市城東三丁目９番１４号  甲府市城東三丁目１番８号  

３ 変更年月日  令和６年３月３０日  
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                          甲府市告示第２１３号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市里吉二丁目５７１番 1 から５７１番３まで及び５７１番５から５７１ 

番２１まで 

   以上２０筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路、水路、広場、ごみ集積所及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   東京都新宿区西新宿三丁目７番１号 

   東京セキスイハイム株式会社 

   代表取締役 𠮷 田 匡 秀 
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甲府市告示第２１４号  

 

 次の市税にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送した

が返送されたことから、調査を行ったがなお不明のため、地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年４月１２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名       令和６年度固定資産税・都市計画税納税通知書 

２ 送達を受けるべき者 別紙のとおり 

３ 保管場所      甲府市役所市民部税務管理室資産税課 
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                          甲府市告示第２１５号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年４月１５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市古府中町字中屋敷１００１番１から１００１番８まで、１００２番１ 

及び１００２番３から１００２番７まで 

   以上１４筆及び道 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市高畑三丁目３番３号 

   有限会社しまや 

   代表取締役 片 川  学 
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甲府市告示第２１６号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり参加申請書

の提出を招請する。 

 

令和６年４月１５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 公募対象業務 

（１）業務名称      令和６年度人権啓発に関するパネル展等業務委託  

（２）履行期間      契約締結日から令和７年３月３１日まで 

（３）履行場所      仕様書による 

（４）業務内容      仕様書による 

（５）委託料の上限額   ３，１４８，８０７円（税込金額） 

２ 公募参加資格 

次の条件をすべて満たす者 

（１）甲府市内に事務所等を設置し、長年にわたり人権啓発活動を実施している

法人又は団体であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でな

いこと。また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市建設工事等請負契約に係る

指名停止等措置要綱」に基づく指名停止を受けている日が含まれている者

でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこ

と。また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日か

ら２年を経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又

は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の

申立がなされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受け

た後、競争入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税等の滞納がない者であること。 

３ 参加申請の手続き等 

（１）申請書等の配付期間  

令和６年４月１５日（月）～令和６年４月２６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時 

ただし、４月２６日は午前８時３０分～午後３時とする。 

- 69 -



（２）申請書等の配付場所  

甲府市市民部市民総室人権男女参画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

（３）申請書等の配付方法  

直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホー

ムページ（事業者向け情報 その他・公募型／入札情報）から

情報を入手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月１５日（月）～令和６年４月２６日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前８時３０分～午後５時 

イ 場所 甲府市市民部市民総室人権男女参画課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号（甲府市役所本庁舎４階）  

電話０５５－２３７－５１２０ 

４ その他 

その他参加申請に関する手続きや審査等に関する内容は、「令和６年度人権

啓発に関するパネル展等業務委託に関する公募型プロポーザル募集要領」を参

照すること。 
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甲府市告示第２１７号  

 

 公募型プロポーザル方式に係る手続開始の公告について、次のとおり企画提案書

の提出を招請する。 

 

  令和６年４月１６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

  「（仮称）甲府市こども計画」策定支援等業務 

２ 業務概要 

  こども・若者の意見聴取の方法から分析、施策への反映とこども・若者育成支

援などの新たな要素を取り入れることに加え、こども・若者並びに子育て当事者

が、「こども施策」に興味や関わりを持てる「（仮称）甲府市こども計画」を策定

する。 

３ 履行期間 

  履行期間は、契約締結日から令和７年３月３１日（月）までとする。 

４ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている

者とする。 

（１）法人格を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当しないこと。 

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律

第２２５号）に基づく更生手続き開始又は再生手続き開始の申立てがなされて

いないこと。 

（４）破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなさ

れていないこと。 

（５）法人の役員及び経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員でないこと。 

（６）本事業に係る公募の日から契約締結の日までの間に、甲府市建設工事等請負

契約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。 

（７）法人税、消費税及び地方消費税の未納がないこと。本市に営業所等がある場

合については、甲府市税の未納がないこと。 

（８）他の自治体等において同種の業務実績を有する者であること。 

５ 手続等 

（１）実施要項、企画提案書、各種様式等を本市ホームページにて公表するので、

適宜ダウンロードすること。 
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（２）参加表明書及び企画提案書等の提出方法、提出期間及び提出先については、

実施要項を参照すること。 

６ 連絡先 

  甲府市子ども未来部子ども未来総室総務課 

  〒４００－８５８５ 山梨県甲府市丸の内一丁目１８番１号 

  ＴＥＬ ０５５－２８８－０３５１（直通） 

  ＦＡＸ ０５５－２３７－５３５６ 

  電子メール kodomosomu@city.kofu.lg.jp 
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                          甲府市告示第２１８号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和６年４月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第２１９号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和６年４月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第２２０号  
 
 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関 
する規則第９条の規定により公告する。 
 
  令和６年４月１７日 
 
                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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                          甲府市告示第２２１号  

 

 甲府市職員採用試験を別紙内容に基づき実施するので、甲府市職員の任用等に関  

する規則第９条の規定により公告する。  

 

  令和６年４月１７日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 
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甲府市告示第２２２号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に  

郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年  

法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい  

つでも交付する。 

 

  令和６年４月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２０１２３号 

             充当通知書 市民発第２０１２４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係  
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甲府市告示第２２３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   西下条自治会 

２ 変更事項 

 主たる事務所の所在地 

     

 
変 更 後 変 更 前 

所在地 甲府市西下条町７７０番地 甲府市西下条町４３８番地２  

 代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
長 田  正 新 田 健 児 

代表者 

住 所 
甲府市西下条町７７０番地 甲府市西下条町４３８番地２  

３ 変更年月日  令和６年３月２３日 
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    甲府市告示第２２４号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項

の規定により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月１９日  

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 名  称   高室町自治会  

２ 変更事項  

 代表者の氏名・住所  

     

 

 
変 更 後  変 更 前  

代表者  

氏 名  
中 澤 孝 成  石 原 政 人  

代表者  

住 所  
甲府市高室町７３９番地  甲府市高室町７０７番地１  

３ 変更年月日  令和６年４月１日  
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甲府市告示第２２５号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づ

き、地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の

規定により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月１９日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   千塚橋場自治会 

２ 変更事項 

 代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
相 川 和 樹 鈴 木 博 樹 

代表者 

住 所 
甲府市音羽町２番５３号 甲府市音羽町２番５０号  

３ 変更年月日  令和６年４月１４日 

- 80 -



甲府市告示第２２６号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書の提出を招請する。  

 

  令和６年４月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

 県央ネットやまなし観光エリア 四季の観光コンテンツ造成による誘客促進業務

委託 

２ 業務期間 

 契約締結日から令和８年３月３１日（火）まで 

３ 業務内容 

 別添「県央ネットやまなし観光エリア 四季の観光コンテンツ造成による誘客促

進業務委託仕様書」のとおり 

４ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものと

する。 

(１) 法人格を有していること。（共同企業体としての参加は認めない。）  

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当しないこと。 

(３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

がなされていないこと。（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）  

(４) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て

がなされていないこと。（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）  

(５) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなさ

れていないこと。 

(６) 法人の役員及び経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員でないこと。 

(７) 本業務に係る公募の日から契約締結の日までの間に、甲府市建設工事等請負

契約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。  

(８) 法人税、消費税及び地方消費税、甲府市税の未納がないこと。  

(９) 平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までに、国の機関又は地方公共

団体が発注した「観光コンテンツの企画・造成を主目的とする業務委託」のう

ち、当該業務委託金額の総額が１０００万円以上のものを受注し履行した実績

があること。なお、共同企業体の構成員としての受注実績は、代表構成員であ

り出資比率が５０％以上であるものに限る。  
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５ 手続等 

 別添、「県央ネットやまなし観光エリア 四季の観光コンテンツ造成による誘客

促進業務委託公募型プロポーザル実施要項」のとおり  

６ 連絡先 

甲府市役所 産業部商工観光室観光課観光開発係（本庁舎８階）  

 甲府市丸の内一丁目１８番１号  

電話  ０５５－２３７－５７０２ 

ＦＡＸ ０５５－２２７－８０６５ 

メール sangkaka@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第２２７号 

 

公募型プロポーザル方式に係る手続き開始の公告について、次のとおり参加申込

書及び企画提案書の提出を招請する。  

 

  令和６年４月１９日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 業務名 

 県央ネットやまなし観光エリア インバウンド観光誘客促進業務委託 

２ 業務期間 

 契約締結日から令和７年３月３１日（月）まで 

３ 業務内容 

 別添「県央ネットやまなし観光エリア インバウンド観光誘客促進業務委託仕様

書」のとおり 

４ 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加できる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものと

する。 

(１) 法人格を有していること。（共同企業体としての参加は認めない。）  

(２) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいず

れにも該当しないこと。 

(３) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立て

がなされていないこと。（更生手続き開始の決定を受けている者を除く。）  

(４) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き開始の申立て

がなされていないこと。（再生手続き開始の決定を受けている者を除く。）  

(５) 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続き開始の申立てがなさ

れていないこと。 

(６) 法人の役員及び経営に実質的に関与している者が、暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員でないこと。 

(７) 本業務に係る公募の日から契約締結の日までの間に、甲府市建設工事等請負

契約に係る指名停止等措置要綱又は甲府市物品供給（入札等）制度要綱に基づ

く指名停止を受けている期間が含まれていないこと。  

(８) 法人税、消費税及び地方消費税、甲府市税の未納がないこと。  

(９) 平成３１年４月１日から令和６年３月３１日までに、国の機関又は地方公共

団体が発注した「観光コンテンツの企画・造成を主目的とする業務委託」を受

注し履行した実績があること。なお、共同企業体の構成員としての受注実績

は、代表構成員であり出資比率が５０％以上であるものに限る。  

５ 手続等 

 別添、「県央ネットやまなし観光エリア インバウンド観光誘客促進業務委託公
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募型プロポーザル実施要項」のとおり  

６ 連絡先 

甲府市役所産業部商工観光室観光課観光開発係（本庁舎８階）  

 甲府市丸の内一丁目１８番１号  

電話  ０５５－２３７－５７０２ 

ＦＡＸ ０５５－２２７－８０６５ 

メール sangkaka@city.kofu.lg.jp 
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甲府市告示第２２８号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年４月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押解除通知書 市民発第２０１１６号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課  
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甲府市告示第２２９号 

 

次の市税徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）に郵送

したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年４月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押解除通知書 市民発第２０１１５号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課  
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甲府市告示第２３０号 

 

次の市税等の徴収にかかわる書類は、その送達を受けるべき者の住所（居所）

に郵送したが返送されたため調査を行ったが、なお不明のため地方税法（昭和２５

年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときはい

つでも交付する。 

 

  令和６年４月２２日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        配当計算書 市民発第２０１０３号 

             充当通知書 市民発第２０１０４号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市市民部税務管理室収納推進課滞納整理係  
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甲府市告示第２３１号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２の規定に基づき、次のと

おり生活保護法等指定医療機関廃止届書を受理したので、同法第５５条の３の規定

により公示する。 

 

令和６年４月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関廃止届書 

２ 医療機関番号、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代表者、廃止年 

月日 

                              別紙のとおり 
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甲府市告示第２３２号  

 

 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び第８４条の２の規定に基

づき、次のとおり生活保護法等指定医療機関指定申請書を受理し、指定医療機関と

して指定したので、同法第５５条の３の規定により公示する。 

 

令和６年４月２２日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名   生活保護法等指定医療機関指定申請書 

２ 医療機関番号、指定の期間、医療機関の名称、医療機関の所在地、開設者、代

表者、管理者 

                          別紙のとおり 
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甲府市告示第２３３号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７０条第１項の規定に基づく指定居宅

サービス事業者及び甲府市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に

関する要綱第３の規定に基づく介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者として

次の者を指定したので、同法第７８条及び同要綱第１０の規定により公示する。 

                                      

令和６年４月２２日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９７０１０５８２９ 

２ 事業所の名称      訪問介護まごころ甲府 

３ 事業所の所在地      甲府市徳行二丁目２番１８号 

              テンバク・Ｓ１０７ 

４ 当該事業所の申請者      甲府市徳行二丁目２番１８号 

テンバク・Ｓ１０７ 

まごころ甲府合同会社 

代表社員 風 間 将 剛 

５ サービスの種類      訪問介護 

              介護予防・日常生活支援総合事業  

（介護予防訪問介護相当サービス）  

６ 指定年月日          令和６年４月２２日 
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甲府市告示第２３４号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号       第１２６号 

⑵ 物件名     自動パック式トイレ 

⑶ 品質・規格・数量など  入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格          設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「ポ

ンプ・防災用品・消火器」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年４月２３日（火）～令和６年５月１０日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和６年４月２３日（火）～令和６年５月１０日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和６年５月２７日（月）午前１０時００分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２３５号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第１２７号 

⑵ 物件名           甲府市遊亀公園附属動物園２階什器一式 

⑶ 品質・規格・数量など  入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格          設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「事

務用品」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年４月２３日（火）～令和６年５月１０日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和６年４月２３日（火）～令和６年５月１０日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和６年５月２７日（月） 午前１０時３０分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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甲府市告示第２３６号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月２３日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象物品 

⑴ 入札番号     第１２９号 

⑵ 物件名           小学校給食室冷蔵庫等入替 

⑶ 品質・規格・数量など  入札説明書による 

⑷ 納入期限       入札説明書による 

⑸ 納入場所       入札説明書による 

⑹ 予定価格       公表しない 

⑺ 最低制限価格          設けない 

２ 入札参加資格 

  甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件  

をすべて満たす者 

⑴ 甲府市内に本店を有する者であること。  

⑵ 甲府市の物品供給競争入札参加資格の認定において、第１希望の業種が「調

理機器」で登録されている者であること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当  

しない者であること。 

⑷ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

⑸ この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給(入札等)制度要綱」

に基づく指名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

⑹ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。  

  また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

⑺ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑻ 市税の滞納がない者であること。 

⑼ 当該物品供給について、納入が可能であることを証明できる者であること。

３ 入札説明書、仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年４月２３日（火）～令和６年５月１０日（金） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。  

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間  令和６年４月２３日（火）～令和６年５月１０日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所  甲府市役所本庁舎６階 総務部契約管財室契約課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１９４ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日 時 令和６年５月２７日（月）午前１０時１５分 

⑵ 場 所 甲府市役所本庁舎６階 入札室１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 

⑵ 契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国(公社、公団を含む。 )又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 
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⑶ 契約書作成の要否：要 

⑷ 仕様説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。  
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                          甲府市告示第２３７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和６年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （土木）１号 

工事名 緑が丘スポーツ公園テニスコートＢ建設工事 

工事場所 甲府市緑が丘二丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

砂入人工芝工  Ａ＝４０９０㎡ 

Ｌ型擁壁工   Ｌ＝９９ｍ 

重力式擁壁工  Ｌ＝５３ｍ 

フェンス設置工 Ｌ＝２８８ｍ 

張芝工     Ａ＝４７０㎡ 

側溝工     Ｌ＝２８９ｍ 

付帯工     一式 

２ 工期 令和７年３月１８日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
２３１，３３０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の 

実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 
土木一式 Ａ 

特定建設業の許可 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の土木工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

１１，５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 
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ものに限る。 

４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 簡易型（Ⅰ） 

２ 加算点の満点 ２０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年５月８日 

３ 申請書受付開始日 令和６年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年５月８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年５月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年５月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年５月１５日 

10 入札日時 
令和６年５月２２日 

午前９時００分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年５月２７日 

12 開札日時 
令和６年５月３１日 

午前９時００分 

13 落札者決定日 令和６年６月３日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 

入札参加資格確認通知書 

施工計画書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 
１ 質問 

令和６年５月１７日 

午後５時まで 
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説明 ２ 回答 令和６年５月２０日 

価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年５月２９日まで 

２ 回答 令和６年５月３０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年５月３０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 

前金払 請求できる。 

中間前金払 
請求できる（ただし、部分払いとの選 

択制とする。）。 

部分払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

- 102 -



                          甲府市告示第２３８号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

なお、対象工事は、価格と価格以外の要素とを総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式の工事である。 

 

令和６年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札（総合評価落札方式）公告個別事項 

入札番号 （建築）２号 

工事名 北東中学校校舎トイレリニューアルⅡ期（建築主体）工事 

工事場所 甲府市大手二丁目４番１８号 

工事概要 

１ 工事内容 

北東中学校校舎（棟番号２５）１，２,３階トイ

レリニューアル工事 

内装改修工事 一式 

建具工事   一式 

解体工事   一式 

電気設備工事 一式 

２ 工期 令和６年９月１３日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
３７，００４，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
非適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 建築一式 Ａ又はＢ 

３ 同種工事施工実績 

公共施設等の建築工事。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

１，８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降に 

完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての実 

績は、出資比率が２０％以上の場合の 

ものに限る。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績は 

求めません。） 

総合評価に 

関する事項 

１ 総合評価方式の種類 地域貢献評価型 

２ 加算点の満点 １０ 

３ 評価の基準 
総合評価入札技術等審査確認資料作成 

要領による 

日程 

１ 
入札説明書等配付開始 

日 
令和６年４月２３日 

２ 
入札説明書等配付締切 

日 
令和６年５月８日 

３ 申請書受付開始日 令和６年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年５月８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年５月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年５月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年５月１５日 

10 入札日時 
令和６年５月２２日 

午前９時１０分 

11 
価格以外の評価点公表 

日 
令和６年５月２７日 

12 開札日時 
令和６年５月３１日 

午前９時１０分 

13 落札者決定日 令和６年６月３日 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

３ 
落札者決定日の前日 

まで（落札予定者のみ） 
配置予定技術者の従事状況 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年５月２０日 
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価格以外の 

評価に関す 

る照会 

１ 質問 令和６年５月２９日まで 

２ 回答 令和６年５月３０日 

価格以外の評価 

を修正した場合 
公表 令和６年５月３０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２３９号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （とび）８号 

工事名 本庁舎駐車場内防護柵等設置工事 

工事場所 甲府市丸の内一丁目地内 

工事概要 

１ 工事内容 

耐衝撃性車止め Ｎ＝３６基 

車両用防護柵  Ｌ＝８０．６ｍ 

遊歩道     １式 

付帯工     １式 

２ 工期 令和６年１１月２９日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１７，２７０，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 除外 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

とび 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

道路防護柵等の設置工事。 

ただし、１件の工事請負額が、 

８００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 

４ 配置予定技術者の資格 
入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 
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は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和６年４月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和６年５月８日 

３ 申請書受付開始日 令和６年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年５月８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年５月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年５月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年５月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和６年５月２２日 

午前９時２０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年５月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 
前金払 請求できる。 

中間前金払 請求できる。 
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問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 
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                          甲府市告示第２４０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月２３日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

一般競争入札 公告個別事項 

入札番号 （舗装）６号 

工事名 市道舗装工事（Ｒ６：市道百石国母線 外） 

工事場所 甲府市相生一丁目地内外 

工事概要 

１ 工事内容 

施工延長      Ｌ＝１１６．０ｍ 

切削オーバーレイ工 Ａ＝４６８㎡ 

表層工（再生密粒度ＡＳＣ ｔ＝４０ｍｍ） 

Ａ＝１６８㎡ 

区画線工      １式 

付帯工       １式 

２ 工期 令和６年８月３０日まで 

３ 
予定価格 

（税込み） 
１１，２４２，０００円 

４ 
分別解体等及び特定建設資材廃棄物の 

再資源化等の実施義務 
適用 

５ 週休２日制適用工事 適用 

入札参加資 

格 

１ 本店所在地 甲府市内 

２ 競争入札参加資格 

舗装 

直近の経営事項審査結果通知書の総 

合評定値（Ｐ）７００点以上 

３ 同種工事施工実績 

舗装工事等。 

た だ し 、 １ 件 の 工 事 請 負 額 が 、 

５００万円以上の実績に限る。 

元請として平成２１年４月１日以降 

に完成、引き渡し済みの工事。 

なお、共同企業体の構成員としての 

実績は、出資比率が２０％以上の場 

合のものとし、企業体の施工実績を 

各企業の施工実績として扱う。 
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４ 配置予定技術者の資格 

入札説明書に記載 

（本案件に対し、技術者の工事実績 

は求めません。） 

日程 

１ 入札説明書等配付開始日 令和６年４月２３日 

２ 入札説明書等配付締切日 令和６年５月８日 

３ 申請書受付開始日 令和６年４月２３日 

４ 申請書受付締切日 
令和６年５月８日 

午後３時まで 

５ 
入札参加資格確認結果 

通知日 
令和６年５月１４日 

６ 設計図書配付開始日 令和６年４月２３日 

７ 設計図書配付締切日 令和６年５月１５日 

８ 
設計図書に関する質問 

開始日 
令和６年４月２３日 

９ 
設計図書に関する質問 

締切日 
令和６年５月１５日 

10 入札及び開札日時 
令和６年５月２２日 

午前９時３０分 

提出書類 

１ 参加申請時 入札説明書に記載 

２ 入札時 
入札参加資格確認通知書 

工事費内訳書 

入札参加資 

格に対する 

説明 

１ 質問 
令和６年５月１７日 

午後５時まで 

２ 回答 令和６年５月２０日 

入札の無効 

入札参加資格のない者の行った入札 

申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札 

入札に関する条件に違反した入札 

入札参加資格の要件を満たさなくなった者の行った入札 

入札保証金 免除 

契約保証金 

契約金額の１０／１００ 納付 

ただし、有価証券の提供又は金融機関若しくは保証事業会社の 

保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、 

公共工事履行保証証券による保証又は履行保証保険契約締結に 

よる保証を行った場合は、契約保証金を免除する。 

低入札価格調査 

制度 
適用 

支払条件 前金払 請求できる。 
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中間前金払 請求できる。 

問い合わせ先 

甲府市総務部契約管財室契約課 

〒４００－８５８５ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

電話０５５－２３７－５１２４ 

 

 

 

- 111 -



                          甲府市告示第２４１号 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する｡  

 

  令和６年４月２４日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市七沢町字高橋東３９６番１及び３９６番３から３９６番８まで 

   以上７筆 

２ 公共施設の種類、位置 

公共施設の種類 道路及び下水道 

位 置 及 び 区 域 別添図のとおり 

  （開発登録簿及び土地利用計画図は甲府市まちづくり部まち開発室都市計画課 

に備え置いて縦覧に供する。） 

３ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   長野県諏訪市大字豊田２４００番地３５  

   合同会社コムコ 

   代表社員 西 澤 英 敏 
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甲府市告示第２４２号  

 

介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の２第１項に基づく指定地域密

着型サービス事業者として次の者を指定したので、同法第７８条の１１の規定によ

り公示する。 

                                      

令和６年４月２５日 

                  

甲府市長 樋 口 雄 一 

                  

１ 介護保険事業所番号   １９９０１０１０３０ 

２ 事業所の名称      デイサービスバディ 

３ 事業所の所在地      甲府市桜井町２５２番地１ 

４ 当該事業所の申請者      山梨市下石森８７７番地１ 

株式会社俊  

代表取締役 大 石 俊 起 

５ サービスの種類      地域密着型通所介護 

６ 指定年月日          令和６年５月１日 
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甲府市告示第２４３号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第１５９号 

（２）業務名称     落石防止点検調査業務委託（Ｒ６） 

（３）履行期間     契約締結日から令和７年３月２８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店、本社又は営業所を有する者であること。  

（２）過去１０年以内に、国又は地方公共団体が行う落石防止点検調査業務等を受

託し、本委託業務と同規模以上の点検調査業務を履行した実績を有する者であ

ること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  
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（１）配付期間 令和６年４月２５日（木）～令和６年５月１０日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年５月１０日（金）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月２５日（木）～令和６年５月１０日（金） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年５月１０日（金）については、午後３時００分まで  

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年５月２２日（水） 午前１０時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎８階 会議室８－２ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００

に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国
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（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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                          甲府市告示第２４４号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年４月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第１６８号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉部福祉支援室健康保険課 
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甲府市告示第２４５号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和６年４月２５日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市増坪町字茶の木８１２番４ 

以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   甲府市上町８８２番地１ 

プロムナードデレイヴＢ２０３ 

内 藤 公 一 
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                          甲府市告示第２４６号  

 

 次の差押に係る書類は、その送達を受けるべき者の住所、居所が明らかでないた

め、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条及び第２０条の２の規定によ

り公示する。 

 なお、当該書類は本職において保管し、送達を受けるべき者が請求したときは、

いつでも交付する。 

 

令和６年４月２５日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名        差押調書（謄本）福発第６７号 

２ 送達を受けるべき者  （省略） 

３ 保管場所       甲府市福祉部福祉支援室健康保険課 
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甲府市告示第２４７号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）契約番号       （業務委託）第１４４号 

（２）業務名称       甲府市防災倉庫備蓄品棚卸業務委託 

（３）履行期間       契約締結日から令和６年９月３０日まで 

（４）履行場所       仕様書による 

（５）業務内容       仕様書による 

（６）予定価格       公表しない 

（７）最低制限価格     設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

しない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は法人で 

あってその役員が暴力団員でないこと。  

（４）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更正手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（６）国税及び市区町村税を滞納していないこと。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年４月２６日（金）～令和６年５月８日（水） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市市長直轄組織危機管理室危機管理課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎４階 

電話０５５－２３７－５２４７ 
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（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は伝送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報（その他・公募

型））から情報を入手する場合は、この限りでない。  

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月２６日（金）～令和６年５月８日（水） 

     （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市市長直轄組織危機管理室危機管理課  

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎４階 

電話０５５－２３７－５２４７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年５月２７日（月） 午前１０時３０分 

（２）場 所 甲府市役所 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 本庁舎８階（会議室８－１） 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／ 

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の

１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。  

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくす

る契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、

契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２４８号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 名  称   古府中本町自治会 

２ 変更事項 

  代表者の氏名・住所 

     

 

 
変 更 後 変 更 前 

代表者 

氏 名 
米 山 和 久 内 田 孔 介 

代表者 

住 所 
甲府市天神町７番６号 甲府市天神町１０番４号  

３ 変更年月日  令和６年４月２０日 
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甲府市告示第２４９号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定に基づき、

地縁による団体の告示された事項の変更の届出があったので、同条第１０項の規定

により、次のとおり告示する。  

 

令和６年４月２６日  

 

甲府市長 樋 口 雄 一  

 

１ 名  称   酒折東部自治会  

２ 変更事項  

 代表者の氏名・住所  

     

 

 
変 更 後  変 更 前  

代表者  

氏 名  
内 藤 和 人  河 西 一 法  

代表者  

住 所  
甲府市酒折二丁目９番２号  甲府市酒折二丁目１０番２３号  

３ 変更年月日  令和６年４月７日  
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甲府市告示第２５０号  

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の

１件の一般競争入札を執行する。 

 

令和６年４月２６日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号     （業務委託）第１９４号 

（２）業務名称     都市再生整備計画（甲府駅周辺地区）の事後評価及び次

期計画作成支援業務委託 

（３）履行期間     契約締結日から令和７年２月２８日まで 

（４）履行場所     仕様書等による 

（５）業務内容     仕様書等による 

（６）予定価格     公表しない 

（７）最低制限価格   設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件をすべて満た

す者 

（１）甲府市内に入札参加資格の認定を受けている本店、本社又は営業所を有する

者であること。 

（２）過去１０年以内に、地方公共団体が行う都市再生整備計画の事後評価支援業

務又は都市再生整備計画の作成支援業務を受託し、履行した実績を有する者で

あること。 

（３）配置技術者は、次に掲げる要件を満たす者であること。 

ア 担当技術者は、（２）記載の業務実績を有する者であること。 

イ 管理技術者は、（２）記載の業務実績を有し、かつ技術士（建設部門：都

市及び地方計画）の資格を有する者であること。 

ウ 照査技術者は、技術士（建設部門：都市及び地方計画）、ＲＣＣＭ（都市

計画及び地方計画）等の業務内容に応じた資格を有する者又はこれと同等の

能力と経験を有する者であること。 

エ 直接的かつ恒常的な雇用関係（参加申請日以前３か月以上の継続した雇用

関係）があること。 

オ 管理技術者及び照査技術者は、それぞれ別の者を配置できる体制であるこ

と。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。
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また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（６）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要綱」 

及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指名停

止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（７）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

（９）市税の滞納がない者であること。 

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

（１）配付期間 令和６年４月２６日（金）～令和６年５月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年５月９日（木）については、午後３時００分まで 

（２）配付場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所 

ア 期間 令和６年４月２６日（金）～令和６年５月９日（木） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時００分～午後５時００分 

令和６年５月９日（木）については、午後３時００分まで 

イ 場所 甲府市まちづくり部まちづくり総室総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎８階 

電話０５５－２３７－５７９７ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年５月２４日（金） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－１ 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 

ただし、入札場所等については変更する場合がある。 

５ 入札方法 

落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／

１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の
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１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。 

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。 

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金：（契約金額の１０／１００）：納付  

ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に国

（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を

履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。 

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。 

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市告示第２５１号  

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の許可に係る次の開発

行為に関する工事が完了したので、同法第３６条第３項の規定により公告する。  

 

  令和６年４月２６日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 開発区域に含まれる地域の名称  

   甲府市七沢町字前河原５０２番６ 

   以上１筆 

２ 開発許可を受けた者の住所及び氏名  

   笛吹市御坂町上黒駒１１２９番地１ 

   佐 野 裕 也 
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甲府市告示第２５２号 

 

土壌汚染対策法（平成１４年法律第５３号）第１１条第２項の規定により、令和

５年３月１６日甲府市告示第８８号により指定した特定有害物質によって汚染され

ている区域の全部の指定を解除する。 

 

令和６年４月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 指定を解除する区域 

   甲府市富士見一丁目１６９５番１の一部 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号）第３１条第１項の基  

準に適合していなかった特定有害物質の種類  

水銀及びその化合物、鉛及びその化合物 

３ 指定を解除する区域において講じられた汚染の除去等の措置  

土壌汚染の除去 
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                          甲府市告示第２５３号  

 

次の介護保険被保険者証は、回収できないため、甲府市介護保険条例施行規則

（平成１２年３月規則第２１号）第１２条の規定により無効である旨を告示する。 

 

令和６年４月３０日 

 

甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 書類名    介護保険被保険者証 

２ 被保険者番号及び住所並びに氏名     別紙のとおり 
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甲府市告示第２５４号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者として次の者

を指定したので、同法第５１条第１号の規定により公示する。 

 

  令和６年４月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     ＤＯ ＯＮＥ‘Ｓ－Ｂ株式会社 

２ 事業者の所在地  南都留郡山中湖村山中１８４番３号  

３ 事業所名     あいびー山梨 

４ 事業所の所在地  甲府市千塚五丁目１１番６号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ｂ型 

６ 主たる対象者   特定無し 

７ 指定事業所番号  １９１０１０３８３５ 

８ 指定年月日    令和６年５月１日 
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甲府市告示第２５５号  

 

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律

第１２３号）第２９条第１項に規定する指定障害福祉サービス事業者から次のとお

り事業の廃止の届出があったので、同法第５１条第２号の規定により公示する。 

 

  令和６年４月３０日 

 

                 甲府市長 樋 口 雄 一 

 

１ 事業者名     株式会社ＥＳＴＡＴＥ 

２ 事業者の所在地  山梨県笛吹市石和町松本９２番地１０ 

３ 事業所名     ホワイトツリーＡ型 

４ 事業所の所在地  甲府市千塚四丁目１０番１６号 

５ 事業の種類    就労継続支援Ａ型 

６ 指定事業所番号  １９１０１０３５３８ 

７ 廃止年月日    令和６年４月３０日 
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教育委員会         
 

甲府市教育委員会告示第４号  

 

地方自治法第２４３条の２第１項の規定に基づき、甲府市緑が丘スポーツ公園

（有料運動施設）及び甲府市スポーツ広場（青葉・東下条）に係る施設の使用料の

徴収事務を次のとおり委託したので、同条第２項の規定により告示する。 

 

令和６年４月１日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 委託する相手方 

所 在  甲府市緑が丘二丁目８番１号 

名 称  公益財団法人甲府市スポーツ協会 会長 樋口 雄一 

２ 委託する期間 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで  

３ 委託する事務  

甲府市緑が丘スポーツ公園（有料運動施設）及び甲府市スポーツ広場（青葉 

・東下条）に係る施設の使用料の徴収事務 
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甲府市教育委員会告示第５号  

 

地方自治法第２４３条の２第１項の規定に基づき、甲府市立学校校舎等使用料条

例（有料運動施設）に係る施設の使用料の徴収事務を次のとおり委託したので、同

条第２項の規定により告示する。 

 

令和６年４月１日 

                  

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 委託する相手方 

   所 在 別紙のとおり 

   名 称 別紙のとおり 

２ 委託する期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日 

３ 委託する事務  

学校開放事業（有料運動施設）に係る施設の使用料の徴収事務 
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甲府市教育委員会告示第６号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月１２日 

  

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹  

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （賃貸借）第８号 

（２）業務名称      児童生徒１人１台端末用ＷＥＢフィルタリングソフト

ウェアライセンス賃貸借 

（３）履行期間      令和６年６月１日から令和７年５月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市内に本店又は本社を有する者であること。 

（２）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「事務用

品」若しくは「情報・通信」で登録されている者であること。  

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（５）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要  

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指  

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。  

（６）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（７）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（８）市税の滞納がない者であること。  
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年４月１２日（金）～令和６年４月２２日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会学事課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月１２日（金）～令和６年４月２２日（月） 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会学事課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２２ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年５月１７日（金） 午後２時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎９階 会議室９－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

８ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  

   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする
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契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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甲府市教育委員会告示第７号 

 

甲府市契約規則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定により、次の１

件の一般競争入札を執行する。  

 

令和６年４月１９日 

 

甲府市教育委員会 

教育長 松 田 昌 樹 

 

１ 入札対象業務 

（１）入札番号      （業務委託）第４９号 

（２）業務名称      学校給食用小荷物専用昇降機保守点検業務  

（３）履行期間      令和６年６月１日から令和７年５月３１日まで 

（４）履行場所      仕様書による 

（５）業務内容      仕様書による 

（６）予定価格      公表しない 

（７）最低制限価格    設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定を受けている者で、次の条件

をすべて満たす者 

（１）甲府市における物品供給競争入札参加資格の認定において、業種が「建物管

理」で登録されている者であること。  

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。 

（４）この公告の日から入札の日までの間に「甲府市物品供給（入札等）制度要

綱」及び「甲府市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱」に基づく指

名停止を受けている日が含まれている者でないこと。 

（５）入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を

経過していること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けたものを除く。）でないこと。 

（７）市税の滞納がない者であること。  

３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等  

（１）配付期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年４月３０日（火） 
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（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

（２）配付場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

（３）配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市ホーム

ページ（事業者向け情報 入札・契約／入札情報）から情報を入

手する場合は、この限りでない。 

（４）申請書等の受付期間及び場所  

ア 期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年４月３０日（火） 

（この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

午前９時～午後５時 

イ 場所 甲府市教育委員会総務課 

甲府市丸の内一丁目１８番１号 甲府市役所本庁舎９階 

電話 ０５５－２２３－７３２０ 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

（１）日 時 令和６年５月１６日（木） 午前１１時００分 

（２）場 所 甲府市役所本庁舎７階 会議室７－２ 

       甲府市丸の内一丁目１８番１号  

ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

１０／１００に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があると

きは、その端数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者

は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

金額の１００／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とす  

る。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定められた予定価格の制限の範囲

内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。  

８ 長期継続契約                             

本入札は「甲府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に  

基づく長期継続契約であり、翌年度以降において当該契約に係る歳入歳出予算に 

 ついて減額又は削除があった場合、当該契約は解除する。 

９ その他 

（１）入札保証金：免除 

（２）契約保証金（契約金額の１０／１００）：納付  
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   ただし、甲府市契約規則第３４条第１項第３号に規定する、過去２年の間に

国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする

契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は免除する。  

（３）契約書作成の要否：要 

（４）仕様説明会は行わない。  

（５）その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市契約規則による。 
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監査委員 
 

甲府市監査委員告示第３号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、 

包括外部監査人關本喜文の監査の事務を補助させることができる旨の協議が調った

ので、次のとおり告示する。 

 

令和６年４月２６日 

 

甲府市監査委員 塚 原   工 

同    雨 宮   均 

同    小 沢 宏 至 

 

補助する者の氏名 補助する者の住所 補助できる期間 

髙岡 敏夫 長野県松本市蟻ヶ崎台９番３号 
令和６年５月１日～ 

令和７年３月３１日 

中島 大督 山梨県甲斐市中下条１８６３番地３  
令和６年５月１日～ 

令和７年３月３１日 

堀内 寿人 山梨県甲府市東光寺三丁目１番４４号 
令和６年５月１日～ 

令和７年３月３１日 

野中 孝憲 山梨県甲府市下飯田二丁目４番２５号 
令和６年５月１日～ 

令和７年３月３１日 
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 農業委員会 
 

甲府市農業委員会告示第４号 

 

 農業委員会等に関する法律第２７条第１項の規定に基づく甲府市農業委員会４月

定例総会を、甲府市農業委員会総会会議規則第２条の規定により、令和６年４月  

２６日午後１時４５分に甲府市中道公民館において開催し、付議すべき事項につい

て審議することを公告する。 

 

  令和６年４月２２日 

                  

甲府市農業委員会会長 柿 嶋   敦 

 

付議すべき事項 

１ 農地法に基づく申請・届出等について 

 ２ 令和６年５月告示分農用地利用集積計画の承認について 

 ３ 令和６年５月告示分農地中間管理権に係る農用地利用集積計画の承認につい  

   て 

 ４ 農用地利用集積等促進計画（案）の作成について 
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上下水道局 
 

甲府市上下水道局管理規程第５号 

甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程等の一部を改正する規程を次の

ように定める。 

令和６年４月１日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 

   甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程等の一部を改正する規程 

（甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程の一部改正） 

第１条 甲府市上下水道局公金徴収事務委託に関する規程（平成１７年７月管理規

程第９号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。第１１条にお

いて「政令」という。）第２６条の４」を「において準用する地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４３条の２第１項」に、「私人」を「同項の規定により指定さ

れた者」に改める。 

第１１条中「政令第２６条の４第３項」を「地方自治法第２４３条の２の２第３

項」に改める。 

（甲府市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程の一

部改正） 

第２条 甲府市上下水道局コンビニエンスストア公金収納事務委託に関する規程

（平成１９年４月管理規程第２６号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「政

令」という。）第２６条の４」を「において準用する地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）第２４３条の２第１項」に改める。 
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第９条中「政令第２６条の４第３項」を「地方自治法第２４３条の２の２第３

項」に改める。 

 

 （甲府市上下水道局会計規程の一部改正） 

第３条 甲府市上下水道局会計規程（昭和４５年４月管理規程第４号）の一部を次

のように改正する。 

  第２３条中「法第３３条の２」の次に「において準用する地方自治法第２４３

条の２第１項」を加える。 

   附 則 

この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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甲府市上下水道局管理規程第６号 

甲府市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

令和６年４月１日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 

   甲府市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程 

 甲府市水道事業給水条例施行規程（平成１０年２月管理規程第１号）の一部を次

のように改正する。 

第１９条中「使用水量のお知らせ（第１４号様式その１）又は使用水量のお知ら

せ（郵送用）（第１４号様式その２）により通知する。」を「使用水量等のお知ら

せ（第１４号様式その１からその１の３）又は使用水量等のお知らせ（郵送用）

（第１４号様式その２からその２の３）又は使用水量等のお知らせ（窓口発行用）

（第１４号様式その３からその３の２）により通知する。」に改める。 

第１４号様式その１（第１９条関係）を次のように改める。 

第１４号様式その１（第１９条関係）（口座振替新規） 

 

第１４号様式その１（第１９条関係）の次に次の３様式を加える。 

第１４号様式その１の１（第１９条関係）（口座振替） 
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第１４号様式その１の２（第１９条関係）（納入通知書） 

 

第１４号様式その１の３（第１９条関係）（クレジット払い） 

 

第１４号様式その２（第１９条関係）を次のように改める。 

第１４号様式その２（第１９条関係）（口座振替新規） 
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第１４号様式その２（第１９条関係）の次に次の６様式を加える。 

第１４号様式その２の１（第１９条関係）（口座振替） 

 

第１４号様式その２の２（第１９条関係）（納入通知書） 

 

第１４号様式その２の３（第１９条関係）（クレジット払い） 
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第１４号様式その３（第１９条関係）（口座振替新規又は納入通知書） 

 

第１４号様式その３の１（第１９条関係）（口座振替） 
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第１４号様式その３の２（第１９条関係）（クレジット払い） 

 

 

   附 則 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 
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２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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甲府市上下水道局管理規程第７号 

甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部を改正する規程を次

のように定める。 

令和６年４月１日 

 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 

   甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程の一部を改正する規程 

 甲府市上下水道局会計規程等附属諸様式を定める規程（昭和２８年１１月管理規

程第１０号)の一部を次のように改正する。 

別表（第２条関係）会計規程附属諸様式目次中「第３４号（その１）水道メーター

交換票」を「第３４号（その１）水道メーター取替依頼票」に、「第３４号（その４）

水道メーター交換事前通知書」を「第３４号（その４）水道メーター交換のお知らせ」

に、「第３９号（その２の１）複写式水道料金・下水道使用料等（４枚複写式）」を

「第３９号（その２の１）水道料金等納入通知書兼領収書（現地集金）」に改め、

「第３９号（その２の１）水道料金等納入通知書兼領収書（現地集金）」の次に「第

３９号（その２の２）水道料金等納入通知書兼領収書（現地投函用納付書）」を加え、

「第３９号（その３）水道料金・下水道使用料等納入通知書兼領収書（当初納付書）」

を「第３９号（その３）水道料金等納入通知書兼領収書（当初納付書）」に、「第 

３９号（その３の２）水道料金・下水道使用料納入通知書兼領収書（口座振替不能通

知書）」を「第３９号（その３の２） 削除」に、「第３９号（その４）水道料金・

下水道使用料等納入通知書兼領収書（複数調定分納付書）」を「第３９号（その４）

水道料金等納入通知書兼領収書（複数調定一括納付書）」に、「第３９号（その７）

水道料金・下水道使用料等納入通知書兼領収書（収納整理員専用）」を「第３９号

（その７）水道料金等納入通知書兼領収書（催告書）」に、「第３９号（その７の１）

水道料金・下水道使用料等納入通知書兼領収書（督促状）」を「第３９号（その７の

１）水道料金等納入通知書兼領収書（督促状）」に、「第３９号（その７の２）給水
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停止通知書」を「第３９号（その７の２）給水停止執行通知書」に、「第３９号（そ

の７の４）給水停止事前通知書」を「第３９号（その７の４）給水停止執行事前通知

書」に改め、「第３９号（その７の４）給水停止執行事前通知書」の次に「第３９号

（その７の４の１） 給水停止執行事前通知書（郵送用）」を加え、「第３９号（そ

の７の５）から第７２号まで 略」の次に「第７２号の２ 水道料金等口座振替済の

お知らせ」を加え、「第７４号（その７）水道料金・下水道使用料再振替のお知らせ」

を「第７４号（その７）水道料金等再振替のお知らせ」に改め、「第７４号（その８）

から第８９号まで 略」の次に、次の５号を加える。 

 第９０号（その１）クレジット払い停止のお知らせ（請求結果後） 

 第９０号（その２）クレジット払い停止のお知らせ（有効性確認後） 

 第９０号（その３）クレジット払い停止のお知らせ（請求前停止） 

 第９１号（その１）過誤納金還付請求書（請求書） 

 第９１号（その２）過誤納金充当通知書 

第３４号様式（その１）を次のように改める。 

第３４号様式（その１） 

（表） 

 

（裏） 

 

- 151 -



 

第３４号様式（その４）を次のように改める。 

第３４号様式（その４） 

（表） 

 

（裏） 
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第３９号様式（その２の１）を次のように改める。 

第３９号様式（その２の１） 

 

第３９号様式（その２の１）の次に次の１様式を加える。 

第３９号様式（その２の２） 
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第３９号様式（その３）を次のように改める。 

第３９号様式（その３） 

 

第３９号様式（その３の２）を次のように改める。 

第３９号様式（その３の２） 削除 

第３９号様式（その４）を次のように改める。 

第３９号様式（その４） 
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第３９号様式（その７）を次のように改める。 

第３９号様式（その７） 

 

第３９号様式（その７の１）を次のように改める。 

第３９号様式（その７の１） 
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第３９号様式（その７の２）を次のように改める。 

第３９号様式（その７の２） 

 

第３９号様式（その７の４）を次のように改める。 

第３９号様式（その７の４） 
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第３９号様式（その７の４）の次に次の１様式を加える。 

第３９号様式（その７の４の１） 

 

第３９号様式（その７の６）を次のように改める。 

第３９号様式（その７の６） 
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第７２号様式の次に次の１様式を加える。 

第７２号様式の２ 

 

第７４号様式（その７）を次のように改める。 

第７４号様式（その７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 158 -



 

第８９号様式の次に次の５様式を加える。 

第９０号様式（その１） 

 

第９０号様式（その２） 
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第９０号様式（その３） 

 

第９１号様式（その１） 
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第９１号様式（その２） 

 

   附 則 

１ この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この規程の施行の際、現に存するこの規程による改正前の書式による用紙は、

当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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                      甲府市上下水道局告示第１９号  

 

 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  

る。 

 なお、関係図面は甲府市上下水道局工務部工務総室計画課において縦覧に供する。 

 

令和６年４月１日 

 

              甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

     負担区の名称      令和６年度賦課対象住所地番 

市街化調整区域負担区 

 

 

下積翠寺町４３３－１、４３５、４０８、  

７００－１ 

上積翠寺町１４－１ 

小 瀬 町 １ ３ ３ ３ － ２ 、 １ ３ ３ ３ － ３ 、 

１３３３－５、１３３３－６、１３３３－７、

１３３３－８、１３３３－１０、１３５５－３、

１３５５－４、１３５６－１、１３５６－２、

１３５６－３、１３５６－５、１３５７－１、 

１３５７－２、１３５７－３ 

古府中町３６３７－１ 

中道負担区 下 曽 根 町 １ ２ ０ ０ － １ 、 １ ３ ６ ７ 、 

１３７７－１、１３６６－１、４３、４４－１、 

４７－１、４７－２ 

下向山町４１９４、４２０１－２ 
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甲府市上下水道局告示第２０号  

 

 甲府市上下水道局サービスセンター業務を次のとおり委託したので、地方公営企

業法第３３条の２において準用する地方自治法第２４３条の２第２項の規定により

告示する。 

 

令和６年４月１日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

１ 委託する相手方 

  東京都港区赤坂二丁目２番１２号 

  第一環境株式会社 

  代表取締役社長 玉木 孝一 

２ 委託期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

３ 業務内容 

(１) 開栓・閉栓等受付及び転居精算業務 

(２) 検針業務 

(３) 調定及び調定更正業務 

(４) 口座振替業務 

(５) コンビニエンスストア等収納業務 

(６) クレジットカード収納業務 

(７) 納入通知書発送業務 

(８) 滞納整理業務 

(９) 給水停止業務 

(10) 収納証明書発行業務 

(11) 電子計算処理業務 

(12) 給排水等業務に関する届出書入力業務 

(13) お知らせ等発行業務 

(14) 宅地内簡易漏水調査業務 

(15) 公金窓口収納業務 

(16) 総合案内及び電話交換業務 

(17) ボトルドウォーター甲府の水の販売業務 

(18) 上下水道局スポーツ施設の使用受付業務 

(19) 井戸水用メーター等指針読み取り業務 

(20) 検定満期等に伴う水道メーター管理業務 

(21) 水道メーター上流等簡易漏水調査業務 

(22)  地図情報管理システムによる上下水道施設情報の提供及び配管図の交付業

務 
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(23) 私設消火栓の管理指導業務 

(24) 上記業務に附帯する業務等 
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                      甲府市上下水道局告示第２１号  

 

甲府市上下水道局契約規程（昭和３９年４月管理規程第２号）及び甲府市契約規

則（昭和５０年１２月規則第６６号）第５条の規定に基づき、次の１件の一般競争

入札を執行する。 

 

令和６年４月１９日 

 

甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

１ 入札対象業務 

⑴ 入札番号    下水－１４号 

⑵ 業務名称    甲府市公共下水道基本（全体）・事業計画策定業務委託 

⑶ 業務内容    特記仕様書による 

⑷ 履行期間    特記仕様書による 

⑸ 履行場所    特記仕様書による 

⑹ 予定価格    公表しない 

⑺ 最低制限価格  設けない 

２ 入札参加資格 

甲府市・甲府市上下水道局における入札参加資格の認定を受けている者で、次

の条件をすべて満たす者 

⑴ 入札参加資格の認定において業種が「建設コンサルタント－下水道部門」で

登録されている者であること。  

⑵ 仕様書に定める技術者を適正に配置できる者であること。 

⑶ 同種又は類似業務の実績がある者であること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当

していない者であること。 

⑸ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと。

また、法人においては、その役員が暴力団員でないこと。  

⑹ この公告の日から入札の日までの間に国及び地方公共団体から指名停止措置

を受けている日が含まれている者でないこと。  

 ⑺ 入札の日以前６か月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者でないこと。

また、不渡りによる取引停止処分を受けた場合は、処分を受けた日から２年を経

過していること。 

⑻ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立又は  

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく民事再生手続開始の申立が

なされている者（更生手続開始又は民事再生手続開始の決定を受けた後、競争

入札参加資格の再認定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑼ 税の滞納がない者であること。（所轄市区町村の法人住民税の未納がない者。） 
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３ 仕様書等の配付期間、配付場所、配付方法及び参加申請の受付等 

⑴ 配付期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年４月３０日（火） 

        （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

        午前９時～午後５時 

⑵ 配付場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

        甲府市下石田二丁目２３番１号 

        電話０５５－２２８－３４３６ 

⑶ 配付方法 直接配付とし、郵送又は電送は行わない。ただし、甲府市上下水        

道局ホームページ（企業向け情報 入札情報）又は甲府市ホームページ（事業

者向け情報入札・契約／入札情報（その他・公募型））から情報を入手する場

合は、この限りでない。 

⑷ 申請書等の受付期間及び場所 

  ア 期間 令和６年４月１９日（金）～令和６年４月３０日（火）  

       （この期間内の土曜日、日曜日、祝日を除く。） 

       午前９時～午後５時 

  イ 場所 甲府市上下水道局業務部業務総室総務課管財契約係  

       甲府市下石田二丁目２３番１号  

       電話０５５－２２８－３４３６ 

       ※郵送は不可 

４ 入札及び開札の日時及び場所 

⑴ 日時 令和６年５月２２日（水） 午後２時 

⑵ 場所 甲府市上下水道局本庁舎３階大会議室 

      甲府市下石田二丁目２３番１号  

      ただし、入札場所等については変更する場合がある。  

５ 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１０／１００ 

 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端

数金額を切り捨てた金額。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１００  

／１１０に相当する金額を入札書に記載すること。  

６ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者の行った入札、申請書又は資料に虚偽

の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

なお、入札参加資格の確認を受けた者であっても、入札時において２に掲げる

いずれかの要件を満たさなくなった者の行った入札は無効とする。  

７ 落札者の決定方法 

甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第１２条第１項の規定により定

められた予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落

札者とする。 

８ その他 

⑴ 入札保証金：免除 
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⑵ 契約保証金：納付（契約金額の１０／１００） 

ただし、甲府市上下水道局契約規程及び甲府市契約規則第３４条第１項第３

号に規定する、過去２年の間に国(公社・公団を含む。)又は地方公共団体と種

類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべ

て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められ

る場合は免除する。 

⑶ 契約書作成の要否：要 

なお、契約者に代わって自ら当該業務の完成を保証する資格及び能力を有す

る契約保証人を立てること。 

⑷ 説明会は行わない。 

⑸ その他公告にない事項については、入札説明書、甲府市上下水道局契約規程

及び甲府市契約規則による。 
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甲府市上下水道局告示第２２号 

 

甲府市下水道条例（昭和３７年７月条例第３３号）第６条にかかわる甲府市下水

道工事指定店として、工事施工業者を指定したので、甲府市下水道工事指定店規程

（平成１９年４月規程第３０号）第１１条の規定により、次のとおり告示する。 

 

  令和６年４月２２日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 指定年月日   令和６年４月２２日 

 指 定 番 号   第２５５号 

 指 定 店 名   株式会社 レンサエンジニアリング 

 所 在 地   甲府市朝気二丁目１番２２号 

 代表者氏名   武井 堅二 
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甲府市上下水道局告示第２３号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者の指定をしたので、甲府市上下水道局指定給水装置工事事業者

規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第１号の規定により告示する。 

 

  令和６年４月２６日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 指 定 番 号   第４８３号 

   指定業者名   ＷＥＥＤ株式会社 

   所 在 地   甲斐市西八幡２７５０番地１－２０２  

   代 表 者   清水 眞妃 
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甲府市上下水道局告示第２４号  

 

 甲府市水道事業給水条例（平成９年１２月条例第６７号）第７条にかかわる指定

給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止届出があったので、甲府市上下

水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年２月管理規程第２号）第１０条第

２号の規定により告示する。 

 

  令和６年４月２６日 

 

                 甲府市上下水道事業管理者職務代理者  

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

 指 定 番 号   第４３１号 

   指定業者名   清水設備 

   所 在 地   甲斐市竜王２２６２ 

   代 表 者   清水 眞妃 
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                      甲府市上下水道局告示第２５号  

 

 甲府市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（昭和４９年１２月２３日条

例第４９号）第８条の規定により、賦課対象区域を次のとおり定めたので公告す  

る。 

 なお、関係図面は甲府市上下水道局工務部工務総室計画課において縦覧に供する。 

 

令和６年４月３０日 

 

              甲府市上下水道事業管理者職務代理者 

                 甲府市上下水道局業務部長 功 刀 辰 也 

 

    負担区の名称     令和６年度賦課対象住所地番 

市街化調整区域負担区 

 

 

上阿原町７９９－５ 

上今井町１６２６－２ 

上 町 ５ ５ ４ － １ 、 ４ ０ ０ － １、 

１４５０－１ 

川田町５２１－１、５２２－１、５２３－１、

５２７－２、５２１－６、５６９－１、 

５７０－１、５７１－１、５７１－３、 

５７２－１、５７２－３、５７４－１、 

５７４－３、５６８－１、５６７－１、 

５６７－３、７３６－１、７８４－１、 

７８４－７、７８４－６、７８４－１１、  

８０２－５、８０２－１６ 

小瀬町１１１９－２、１１１９－３、  

１１１９－５、１１１９－６、１１１９－７、

１ １ １ ９ － ８ 、 １ １ １ ９ － １ ０ 、 

１ １ １ ９ － １ １ 、 １ １ １ ９ － １ ２ 、  

１ １ １ ９ － １ ３ 、 １ １ １ ９ － １ ４ 、  

１ １ ２ ６ － ５ 、 １ １ ２ ６ － １ ３ 、 

１ １ ２ ６ － １ ５ 、 １ １ ２ ６ － １ ６ 、  

１３５３－１ 

下今井町３８－１、３８－８、３８－９、  

３８－１０ 

中町４４２－１、４４４－１、４４４－５ 

七沢町５０３－１３ 

西下条町１３５２－１の一部、１３５３－４ 

東下条町３４－１ 
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中道負担区 右左口町２１４ 

上曽根町３３６８－６６ 

上向山町１０３５－４、 

下曽根町４２、３９２、３９５、３９６、  

３９８、１３８６－１、１１３１－１、 

１１３２－１、１１３３－１、１１３３－２、

１ １ ３ ４ － １ 、 １ １ ３ ４ － ２ 、 

１１３４－３ 

白井町５４５－１ 

中畑町２２８－１、２２８－２、２２８－３ 
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甲府市災害対策本部 
 

甲府市災害対策本部活動規程第１号 

 甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年４月２４日 

 

 

                  甲府市災害対策本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市災害対策本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市災害対策本部活動規程（昭和３９年８月災害対策本部規程第１号）の一

部を次のように改正する。 

「          「 

行政経営部 

（行政経営

部長） 

議会局長は、

行政経営部

長を補佐す

る。 

を 

総務部 

（総務部長） 

議会局長は、

総務部長を

補佐する。 

」          」 

「         「 

行政経営総

室 

（行政経営

総室長） 

を 

総務総室 

（総務総室

長） 

        」          」 

営総室、行政経営班の項を削り、同表行政経営部、人事管理室、研修厚生班の項

を次のように改める。 

人材マネジメント班 

（人材マネジメント課

長） 

１ 職員の健康管理に関すること。 

２ 部内各班への応援に関すること。 

 別表第１企画財務部の項を次のように改める。 

別表第１行政経営部の項中 に、 

に改め、同表行政経営部、行政経 
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企画部 

（企 画部

長） 

リニア交通

政策監は、

企画部長を

補佐する。 

企画総室 

（企画総室

長） 

総務班 

（ 総 務 課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

政策班 

（ 政 策 課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

自治体連携

班 

（自治体連

携課長） 

地域デザイ

ン班 

（地域デザ

イン課長） 

財政経営室 

（財政経営

室長） 

財政班 

（ 財 政 課

長） 

１ 本部活動費の経理に関すること。 

２ その他災害の経理に関すること。 

３ 部内各班への応援に関すること。 

SDGｓ推進班 

（SDGｓ推進

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

財産活用班 

（財産活用

課長） 

 

リニア交通

室 

（リニア交

通室長） 

リニア政策

班 

（リニア政

策課長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 交通関係機関との連絡調整に関する

こと。 

リニアまち

づくり推進

担当課長班 

（リニアま

ちづくり推

進 担 当 課

長） 
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交通政策班 

（交通政策

課長） 

           「          「 

市民部 

（市民部長） 

を 

市民部 

（市民部長） 

税務統括監は、

市民部長を補

佐する。 

                    」           」 

め、同表市民部、市民協働室の項を次のように改める。 

市民協働室 

（市民協働

室長） 

協働推進班 

（協働推進課長） 

１ 地域内の情報収集及び伝達に関するこ

と。 

２ 被災者の要望及び陳情の受付に関するこ

と。 

協働支援班 

（協働支援課長） 

災害ボランティアの支援に関すること。 

税務管理室 

（税務管理

室長） 

市民税班 

（市民税課長） 

１ 住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 罹災台帳の作成及び罹災証明書の交付に

関すること。 資産税班 

（資産税課長） 

収納推進班 

（収納推進課長） 

 別表第１福祉保健部の項を次のように改める。 

福祉部 

（ 福 祉 部

長） 

福祉総室 

（福祉総室

長） 

総務班 

（ 総 務 課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対

策の指示及び被災状況のとりまとめに

関すること。 

４ 社会福祉関係施設の被害調査及び応

急対策に関すること。 

５ 社会事業団体及び奉仕団等の連絡に

関すること。 

６ 食料・生活必需物資の調達・配送・

に改 別表第１市民部の項中 
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配分に関すること。 

７ 義援金の受付及び配分計画に関する

こと。 

８ 受援（部内）に関すること。 

指導監査班 

（指導監査

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

福祉支援室 

（福祉支援

室長） 

生活福祉班 

（生活福祉

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

障がい福祉

班 

（障がい福

祉課長） 

１ 避難行動要支援者等に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

 

長寿介護班 

（長寿介護

課長） 

健康保険班 

（健康保険

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

会計室 

（ 会 計 室

長） 

会計班 

（ 会 計 室

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 義援金の受け入れに関すること。 

保健衛生部 

（保健衛生

部長） 

保健衛生総

室 

（保健衛生

総室長） 

 

総務班 

（ 総 務 課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

健康政策班 

（健康政策

課長） 

１ 市保健医療救護対策本部の設置・運

営及び庶務、対策本部会議の招集・開

催に関すること。 

２ 市保健医療教護対策本部職員及び医

療スタッフ等の職員管理、庁舎管理、

通信管理に関すること。 

３ 災害医療情報等の広報、周知に関す

ること。 
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４ その他災害管理機関等との調整・渉

外に関すること。 

医療介護連

携担当課長

班 

（医療介護

連携担当課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

地域保健班 

（地域保健

課長） 

１ 医療機関等への訪問調査に関するこ

と。 

２ 医療依存度の高い難病患者等の安否

確認・対応に関すること。 

３ 医療救護所の設置に関すること。 

４ 医療救護班の指揮に関すること。 

５ 巡回健康相談チームの編成・派遣に

関すること。 

６ 感染症、食中毒等防止対策の指導、

実施に関すること。 

７ 避難所の医療ニーズ調査等の代行に

関すること。 

８ その他災害時の対人保健に関するこ

と。 

生活衛生室 

（生活衛生

室長） 

精神保健班 

（精神保健

課長） 

災害時の精神保健医療活動に関するこ

と。 

母子健康班 

（母子健康

課長） 

地域保健班の応援に関すること。 

医務感染症

班 

（医務感染

症課長） 

１ 県、市災害対策本部及び他の地区保

健医療救護対策本部、関係機関との連

携に関すること。 

２ 医療、災害情報などの収集、伝達、

記録（クロノロジー）に関すること。 

３ EMISを活用した、現地情報・医療機

関等の情報収集・分析に関すること。 

４ 医療スタッフ等の派遣要請に関する
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こと。 

５ DMAT、DPAT、DHEAT、災害医療コー

ディネーターの受入れの県との協議に

関すること。 

６ 透析等特殊医療の情報収集・対応に

関すること。 

７ 市三師会等関係団体との調整に関す

ること。 

８ 医療スタッフ、傷病者等の搬送体制

の確保・調整及び搬送支援に関するこ

と。 

９ 医療救護所の設置に関すること。 

１０ 感染症・食中毒等防止対策の指 

導・実施に関すること。 

１１ その他災害医療関係の確保・調整

に関すること。 

衛生薬務班 

（衛生薬務

課長） 

１ 医薬品、医療資機材等の調達・調

整・搬送体制の確保に関すること。 

２ 医療等専門ボランティアの募集窓口

への協力に関すること。 

３ 災害による遺体の処理に関するこ

と。 

４ 特定動物の被害状況及び逸走有無の

把握と危害防止対応に関すること。

（動物園を除く） 

５ その他災害時の対物保健に関するこ

と。 

別表第１子ども未来部、子ども未来総室、総務班の項の次に次のように加える。 

子ども政策担当班 

（子ども政策担当課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

別表第１子ども未来部、子ども未来総室、母子保健班の項第１号中「福祉保健

部地域保健班」を「福祉部地域保健班」に改める。 

別表第１環境部の項中 

「                  「 

環境部 環境総室  環境部 環境総室 
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（環境部長） 

甲府・峡東地

域ごみ処理

施設事務組

合事務局長

は、環境部長

を補佐する。 

（環境総室長）  

 

を 

（環境部長） 

甲府・峡東地

域ごみ処理

施設事務組

合事務局長

は、環境部長

を補佐する。 

（環境総室長） 

環境対策室 

（ 環 境 対 策 室

長） 

               」                  」 

に改める。 

別表第 1消防部の項を次のように改める。 

消防部 

（甲府地区広

域行政事務組

合消防長） 

広域行政事務

組合事務局長

は、消防長を

補佐する。 

甲府地区広域行政事務組合消防計画による。 甲府市消

防団は、

消防部に

属する。 

別表第２第二配備の項中「東海地震に関連する調査情報（臨時）」を「南海ト

ラフ地震臨時情報（調査中）」に改め、同表第三配備の項中「東海地震注意情報

又は東海地震予知情報（警戒宣言）」を「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」に改める。 

別表第２(別紙その２)行政経営部の項中「行政経営部」を「総務部」に、「行

政経営総室」を「総務総室」に改め、同表企画財務部の項中「企画財務部」を「企

画部」に改め、同表市民部の項を次のように改める。 

市民部 

（税務統括監を

含む。） 

市民総室・市民協

働室・税務管理室 

総務課・協働推進課・中道支所・上九

一色出張所・市民税課・資産税課・収

納推進課 

別表第２(別紙その２)福祉保健部の項を次のように改める。 

福祉部 全室 全課 

保健衛生部 全室 全課 

   附 則 

この規程は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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甲府市地震災害警戒本部 
 

甲府市地震災害警戒本部活動規程第１号 

 甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和６年４月２４日 

 

 

                  甲府市地震災害警戒本部長  

                  甲府市長 樋 口 雄 一 

 

 

甲府市地震災害警戒本部活動規程の一部を改正する規程 

甲府市地震災害警戒本部活動規程（昭和５４年１１月地震災害警戒本部規程

第 1号）の一部を次のように改正する。 

 

第９条中「東海地震注意情報が発表されたとき又は警戒宣言」を「南海トラフ

地震臨時情報（巨大地震注意）又は南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」

に、「東海地震に関連する調査情報（臨時）」を「南海トラフ地震臨時情報（調査

中）」に改める。 

第１０条中「東海地震に関連する調査情報（臨時）及び東海地震注意情報の発

表、警戒宣言」を「南海トラフ地震臨時情報（調査中）及び南海トラフ地震臨時

情報（巨大地震注意）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」に改める。 

「          「 

行政経営部 

（行政経営

部長） 

議会局長は、

行政経営部

長を補佐す

る。 

を 

総務部 

（総務部長） 

議会局長は、

総務部長を

補佐する。 

」          」 

「         「 

行政経営総

室 

（行政経営

を 

総務総室 

（総務総室

長） 

別表第１行政経営部の項中 に、 

に改め、同表行政経営部、行政経 
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総室長） 

        」          」 

営総室、行政経営班の項を削り、同表行政経営部、人事管理室、研修厚生班の項

を次のように改める。 

人材マネジメント班 

（人材マネジメント課

長） 

１ 職員の健康管理に関すること。 

２ 部内各班への応援に関すること。 

 別表第１企画財務部の項を次のように改める。 

企画部 

（企画部

長） 

リニア交通

政策監は、

企画部長を

補佐する。 

企画総室 

（企画総室

長） 

総務班 

（ 総 務 課

長） 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

政策班 

（ 政 策 課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

 

自治体連携

班 

（自治体連

携課長） 

地域デザイ

ン班 

（地域デザ

イン課長） 

財政経営室 

（財政経営

室長） 

財政班 

（ 財 政 課

長） 

１ 本部活動費の経理に関すること。 

２ その他災害の経理に関すること。 

３ 部内各班への応援に関すること。 

SDGｓ推進班 

（SDGｓ推進

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

財産活用班 

（財産活用

課長） 

 

リニア交通

室 

（リニア交

リニア政策

班 

（リニア政

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 交通関係機関との連絡調整に関する

こと。 
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通室長） 

 

 

 

 

策課長） 

リニアまち

づくり推進

担当課長班 

（リニアま

ちづくり推

進 担 当 課

長） 

 

交通政策班 

（交通政策

課長） 

 

           「          「 

市民部 

（市民部長） 

を 

市民部 

（市民部長） 

税務統括監は、

市民部長を補

佐する。 

                    」           」 

め、同表市民部、市民協働室の項を次のように改める。 

市民協働室 

（市民協働

室長） 

協働推進班 

（協働推進課長） 

１ 地域内の情報収集及び伝達に関するこ

と。 

２ 被災者の要望及び陳情の受付に関するこ

と。 

協働支援班 

（協働支援課長） 

災害ボランティアの支援に関すること。 

税務管理室 

（税務管理

室長） 

市民税班 

（市民税課長） 

１ 住家等の被害状況調査に関すること。 

２ 罹災台帳の作成及び罹災証明書の交付に

関すること。 資産税班 

（資産税課長） 

収納推進班 

（収納推進課長） 

 別表第１福祉保健部の項を次のように改める。 

に改 別表第１市民部の項中 
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福祉部 

（ 福 祉 部

長） 

 

 

 

 

 

福祉総室 

（福祉総室

長） 

 

 

 

 

 

総務班 

（ 総 務 課

長） 

 

 

 

 

 

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 

２ 部内の庶務に関すること。 

３ 部の管理に属する施設等への応急対

策の指示及び被災状況のとりまとめに

関すること。 

４ 社会福祉関係施設の被害調査及び応

急対策に関すること。 

５ 社会事業団体及び奉仕団等の連絡に

関すること。 

６ 食料・生活必需物資の調達・配送・

配分に関すること。 

７ 義援金の受付及び配分計画に関する

こと。 

８ 受援（部内）に関すること。 

 指導監査班 

（指導監査

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

福祉支援室 

（福祉支援

室長） 

生活福祉班 

（生活福祉

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

障がい福祉

班 

（障がい福

祉課長） 

１ 避難行動要支援者等に関すること。 

２ 福祉避難所の開設に関すること。 

 

長寿介護班 

（長寿介護

課長） 

健康保険班 

（健康保険

課長） 

部内各班への応援に関すること。 

会計室 

（ 会 計 室

長） 

会計班 

（ 会 計 室

長） 

１ 部内各班への応援に関すること。 

２ 義援金の受け入れに関すること。 

保健衛生部 

（保健衛生

保健衛生総

室 

総務班 

（ 総 務 課

１ 部内の活動の調整及び連絡に関する

こと。 
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部長） （保健衛生

総室長） 

 

長） ２ 部内の庶務に関すること。 

３ 各部との連絡に関すること。 

４ 受援（部内）に関すること。 

  健康政策班 

（健康政策

課長） 

１ 市保健医療救護対策本部の設置・運

営及び庶務、対策本部会議の招集・開

催に関すること。 

２ 市保健医療教護対策本部職員及び医

療スタッフ等の職員管理、庁舎管理、

通信管理に関すること。 

３ 災害医療情報等の広報、周知に関す

ること。 

４ その他災害管理機関等との調整・渉

外に関すること。 

  医療介護連

携担当課長

班 

（医療介護

連携担当課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

  地域保健班 

（地域保健

課長） 

１ 医療機関等への訪問調査に関するこ

と。 

２ 医療依存度の高い難病患者等の安否

確認・対応に関すること。 

３ 医療救護所の設置に関すること。 

４ 医療救護班の指揮に関すること。 

５ 巡回健康相談チームの編成・派遣に

関すること。 

６ 感染症、食中毒等防止対策の指導、

実施に関すること。 

７ 避難所の医療ニーズ調査等の代行に

関すること。 

８ その他災害時の対人保健に関するこ

と。 

 生活衛生室 

（生活衛生

室長） 

精神保健班 

（精神保健

課長） 

災害時の精神保健医療活動に関するこ

と。 
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  母子健康班 

（母子健康

課長） 

地域保健班の応援に関すること。 

  医務感染症

班 

（医務感染

症課長） 

 

１ 県、市災害対策本部及び他の地区保

健医療救護対策本部、関係機関との連

携に関すること。 

２ 医療、災害情報などの収集、伝達、

記録（クロノロジー）に関すること。 

３ EMISを活用した、現地情報・医療機

関等の情報収集・分析に関すること。 

４ 医療スタッフ等の派遣要請に関する

こと。 

５ DMAT、DPAT、DHEAT、災害医療コー

ディネーターの受入れの県との協議に

関すること。 

６ 透析等特殊医療の情報収集・対応に

関すること。 

７ 市三師会等関係団体との調整に関す

ること。 

８ 医療スタッフ、傷病者等の搬送体制

の確保・調整及び搬送支援に関するこ

と。 

９ 医療救護所の設置に関すること。 

１０ 感染症・食中毒等防止対策の指 

導・実施に関すること。 

１１ その他災害医療関係の確保・調整

に関すること。 

  衛生薬務班 

（衛生薬務

課長） 

１ 医薬品、医療資機材等の調達・調

整・搬送体制の確保に関すること。 

２ 医療等専門ボランティアの募集窓口

への協力に関すること。 

３ 災害による遺体の処理に関するこ

と。 

４ 特定動物の被害状況及び逸走有無の

把握と危害防止対応に関すること。

（動物園を除く） 
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５ その他災害時の対物保健に関するこ

と。 

 

別表第１子ども未来部、子ども未来総室、総務班の項の次に次のように加える。 

子ども政策担当班 

（子ども政策担当課

長） 

部内各班への応援に関すること。 

別表第１子ども未来部、子ども未来総室、母子保健班の項第１号中「福祉保健

部地域保健班」を「福祉部地域保健班」に改める。 

別表第１環境部の項中 

「                  「 

環境部 

（環境部長） 

甲府・峡東地

域ごみ処理

施設事務組

合事務局長

は、環境部長

を補佐する。 

環境総室 

（環境総室長） 

 

 

 

を 

環境部 

（環境部長） 

甲府・峡東地

域ごみ処理

施設事務組

合事務局長

は、環境部長

を補佐する。 

環境総室 

（環境総室長） 

環境対策室 

（環境 対策室

長） 

               」                  」 

に改める。 

別表第 1消防部の項中を次のように改める。 

消防部 

（甲府地区広

域行政事務組

合消防長） 

広域行政事務

組合事務局長

は、消防長を

補佐する。 

甲府地区広域行政事務組合消防計画による。 甲府市消

防団は、

消防部に

属する。 

 

   附 則 

この規程は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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任免辞令 

 

（市長事務部局） 

                          塚 原   工   

甲府市監査委員に選任する 

常勤とする 

 

               深 澤   勲 

甲府市固定資産評価審査委員会委員  

甲府市固定資産評価審査委員会委員に選任する 

 

   伊 從 雅 之   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

総務部総務総室デジタル推進課主任を命ずる 

 

  橘 田 育 美   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

総務部契約管財室契約課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   初鹿野 臨 機   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室総務課主事を命ずる 

 

   市 川 あゆみ   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室総務課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

    三 枝 将 人   

田部井 太 陽   

      岡 田 ひなた   

小宮山 美 夏   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる 

 

  張   英 美   
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事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部市民総室市民課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   小 林 千 智   

志 村 奈 美   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部税務管理室市民税課主事を命ずる 

 

八 巻   翔   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部税務管理室資産税課主事を命ずる 

 

   望 月 宏 樹   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部税務管理室資産税課主任を命ずる 

 

   坂 本   稜   

   保 坂 怜 央   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部税務管理室収納推進課主事を命ずる 

 

   花 田 悠 太   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

市民部税務管理室収納推進課主任を命ずる 

 

   遠 山 友 恵   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉総室総務課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

  星 野 雄 太   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉総室指導監査課主任を命ずる 
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      加賀美 直 希   

   川 村   玲   

遠 藤 健 太   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉支援室生活福祉課主事を命ずる 

 

   小 野 なぎさ   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉支援室生活福祉課主任を命ずる 

 

   杉 浦 はるか   

野 田 竜 三   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉支援室障がい福祉課主事を命ずる 

 

   石 原 悠 里   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉支援室障がい福祉課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   赤 坂 若 菜   

長 田 拓 也   

   渡 邉 良 樹   

      谷 内 亮 麿   

上 村 政 博   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉支援室長寿介護課主事を命ずる 

 

   山 川 朋 夏   

事務職員に採用する 

社会福祉士を命ずる 

福祉部福祉支援室長寿介護課主事を命ずる 

 

   小山田   結   

梅 田 夏乃子   
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（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

福祉部福祉支援室健康保険課主事を命ずる 

 

   小 島 令 嗣   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

保健衛生部室長を命ずる 

 

永 倉 真 紀   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

保健衛生部保健衛生総室長を命ずる 

 

   塩 谷   萌   

   横 川 美奈子   

伊 藤 理 咲   

      松 井 利 恵   

（各通） 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

保健衛生部保健衛生総室地域保健課技師を命ずる 

 

   山 口 貴 恵   

長 田 陽 奈   

（各通） 

技術職員に採用する 

管理栄養士を命ずる 

保健衛生部保健衛生総室地域保健課技師を命ずる 

 

   宮 本 和 恵   

技術職員に採用する 

管理栄養士を命ずる 

保健衛生部保健衛生総室地域保健課技師を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   植 木 星 空   

事務職員に採用する 

社会福祉士を命ずる 

保健衛生部生活衛生室精神保健課主事を命ずる 

 

   川 﨑 由 季   

事務職員に採用する 
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行政事務職を命ずる 

保健衛生部生活衛生室精神保健課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   石 川 貴 將   

   加 藤 麻 美   

   忠 鉢 絵 理   

（各通） 

技術職員に採用する 

獣医師を命ずる 

保健衛生部生活衛生室衛生薬務課技師を命ずる 

 

   髙 野   航   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども応援課主事を命ずる 

 

   関 本 台 道   

   望 月 美 南   

（各通） 

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事を命ずる 

 

   三 澤 知 恵   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子育て支援課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   堀 川 航太郎   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

   野 沢   想   

事務職員に採用する 

保育士を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

 

   山 本 美 香   

   矢 巻 純 子   

小 池 明日薫   

丹 澤 晴 美   
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山 岸 恵 美   

桑 原 真 理   

         向 井 早 苗   

岡 部 優 菜   

（各通） 

事務職員に採用する 

保育士を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室子ども保育課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   大 塩 理 沙   

   塚 田 萌々子   

（各通） 

技術職員に採用する 

保健師を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課技師を命ずる 

 

   石 井 郁 夏   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

子ども未来部子ども未来総室母子保健課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

  清 水 悠 仁   

技術職員に採用する 

化学職を命ずる 

環境部環境総室環境保全課技師を命ずる 

 

   三 澤 颯 太   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

産業部産業総室総務課主事を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

 

   伊 從 優 里   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

産業部商工観光室観光課主事を命ずる 

 

 

   山 口 清一郎   

技術職員に採用する 

農業職を命ずる 

産業部農林振興室農政課技師を命ずる 
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   佐 野 研 一   

技術職員に採用する 

農業職を命ずる 

産業部農林振興室就農支援課長を命ずる 

 

   加 藤 康志郎   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち開発室都市計画課主任を命ずる 

 

   波 切 来 盛   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち整備室都市整備課技師を命ずる 

 

   武 川 佑 太   

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

まちづくり部まち整備室道路河川課技師を命ずる 

 

   依 田 宏 貴   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部消化器内科医長を命ずる 

 

   谷 本 裕 太   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部消化器内科医師を命ずる 

 

   塚 原   勇   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部外科医長を命ずる 

 

   安 留 道 也   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部外科長を命ずる 

   荻 原   剛   

   小 野 秀 隆   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 
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市立甲府病院診療部整形外科医師を命ずる 

 

   武 藤 竜 也   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部泌尿器科医師を命ずる 

 

   佐 藤 彩 可   

技術職員に採用する 

医師を命ずる 

市立甲府病院診療部耳鼻咽喉科医師を命ずる 

 

   山 田 隆 彦   

技術職員に採用する 

歯科医師を命ずる 

市立甲府病院診療部歯科口腔外科医長を命ずる 

 

   加賀美 日向子   

技術職員に採用する 

臨床検査技師を命ずる 

市立甲府病院診療支援部技師を命ずる 

 

   小 泉 宗一郎   

   祢 津 紗 英   

三 井 千 雪   

（各通） 

技術職員に採用する 

薬剤師を命ずる 

市立甲府病院薬剤部技師を命ずる 

 

   今 井 千 夏   

野 澤 美 保   

埴 原 由 花   

   大 木 穂 夏   

中 山 萌 香   

   田 邉 紗 椰   

原   百 花   

   久保寺   隆   

清 水 太 陽   

藤 巻 香 織   

         早 川 和 美   

小 松 美 香   

（各通） 

技術職員に採用する 
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看護師を命ずる 

市立甲府病院看護部技師を命ずる 

 

   中 村 莉 奈   

事務職員に採用する 

社会福祉士を命ずる 

市立甲府病院総合相談ｾﾝﾀｰ総合相談室主事を命ずる 

 

   後 藤 大 亮   

技術職員に採用する 

電気職を命ずる 

市立甲府病院事務局病院事務総室総務課技師を命ずる 

 

   浅 利 賢 子   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

教育委員会に出向させる 

 

   保 延 健 太   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

教育委員会に出向させる 

 

   佐 藤 由 貴   

事務職員に採用する 

行政事務職を命ずる 

任期は令和 ９年 ３月３１日までとする 

教育委員会に出向させる 

 

  松 本   健   

   都 築 舞 夏   

   滝 沢   実   

（各通） 

技術職員に採用する 

土木職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

   大 瀧 侑 磨   

技術職員に採用する 

電気職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

   志 村 恭 輔   
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技術職員に採用する 

機械職を命ずる 

甲府市上下水道局に出向させる 

 

以  上  発 令 日  令和 ６年 ４月 １日 

 

 

保健衛生部  生活衛生室  衛生薬務課  主任     中 澤 奈緒子   

退職を承認する 

 

以  上  発 令 日  令和 ６年 ４月３０日 

 

 

（教育委員会） 

   大 森   豊   

事務職員に採用する 

教育主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課課長補佐を命ずる 

 

   大 森   顕   

   和 地   勲   

（各通） 

事務職員に採用する 

指導主事を命ずる 

教育部教育総室学校教育課係長を命ずる 

 

以  上  発 令 日  令和 ６年 ４月 １日 
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